
三
九
巷
　
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
塁
の
聖
謹

ご
見
え
、
念
佛
の
作
法
に
就
て
は
、
治
承
四
年
九
月
入
日

の
條
に八

幽
鷺
佛
蟻
合
二
王
始
動
聾
4
蜷
、
鑑

　
例
厨
作
也
、
難
燐
勢
殊
重
、
此
身
不
可
退
、
磁
狂
早
臥
也
、
凡

　
吟
殿
之
疾
勝
於
先
々
、
内
心
鳳
雛
非
無
奨
恐
、
入
夜
始
所
作
、

　
凝
膝
長
呼
心
、
行
歩
類
不
通
、
左
右
手
健
忘
叉
快
難
動
、
鱒
不

　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
む
　
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

　
能
爾
…
怠
壌
、
只
焚
香
知
年
三
、
絞
聖
入
敦
也
、
二
四
威
儀
之
中

　
行
住
坐
皆
獄
ぶ
可
叶
、
磁
傭
以
鰍
也
、
燈
叉
便
疾
重
、
聖
人
計

　
之
放
砲
、
（
、
卜
略
）

な
ざ
見
え
、
養
恥
二
年
三
月
鷺
臼
本
成
房
に
三
次
を
傳
受

第
一
號

三
二
　
（
　
三
二
）

し
、
法
名
を
眞
理
ε
村
す
る
記
事
の
如
き
も
海
容
に
墾
照

さ
る
可
き
も
の
で
あ
る
。
人
或
は
斯
樺
…
な
信
仰
が
其
後
源

塞
に
脈
依
し
て
、
一
向
専
修
に
獲
つ
た
の
で
あ
る
ご
論
ず

る
か
も
知
れ
漁
が
、
法
然
上
人
に
題
す
る
態
度
も
既
蓮
の

如
し
引
す
れ
ば
、
俄
に
首
肯
し
難
い
説
ピ
い
は
ね
ば
な
ら

澱
。
要
す
る
に
、
浄
土
毅
側
に
傳
ふ
る
傳
説
は
今
一
癒
の

吟
昧
を
受
け
ね
ば
な
ら
諏
、
と
は
阻
自
な
る
事
實
で
あ
る
。

　
（
大
正
十
二
年
十
月
二
臼
於
賀
茂
一
坐
十
一
月
十
五
日
修
正
之
）

孝
購
天
皇
の
聖
謹

文
學
士
　
松
　
野

蓮
　
崇

　
　
　
　
一

　
徳
川
氏
は
創
業
以
來
幕
府
の
墓
礎
を
輩
固
に
し
て
其
の

学
事
を
伸
張
せ
ん
が
崇
め
に
所
有
る
手
段
を
講
じ
、
其
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ

が
爲
め
に
は
朝
廷
を
も
甚
し
く
線
塵
し
奉
り
檸
る
所
が
無

か
っ
た
の
で
あ
る
Q
彼
の
元
和
元
年
に
制
定
し
た
禁
中
並

公
家
衆
法
度
の
如
き
ば
天
塁
御
H
常
の
御
行
焉
に
ま
で
も



干
渉
し
奉
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
下
官
の
任
免
す
ら
叡
慮

の
儘
に
は
な
ら
な
い
や
う
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
之

の
後
に
は
幕
吏
を
宮
中
仙
洞
な
ざ
に
置
い
て
常
に
朝
廷
を

監
視
し
奉
り
、
聯
π
う
こ
も
幕
府
の
政
策
に
反
す
る
事
な

き
や
う
に
努
め
た
Q
天
皇
は
こ
れ
が
爲
め
に
、
久
し
い
間

大
灌
の
運
用
を
妨
げ
ら
れ
給
ひ
、
稜
威
は
覆
ひ
隠
さ
れ
て

し
ま
つ
だ
の
で
あ
る
Q
然
る
に
幕
府
を
し
て
斯
く
の
如
き

朝
廷
に
饗
す
る
久
し
い
問
の
傳
統
的
政
策
を
捨
て
、
重
要

な
る
政
務
は
必
ず
朝
廷
に
奏
上
し
て
之
が
御
裁
可
を
奏
請

す
る
ビ
い
ふ
風
に
態
度
を
改
め
し
め
、
絡
に
後
年
王
政
復

山
尚
ε
な
る
べ
き
端
緒
を
開
か
せ
ら
れ
た
の
は
画
よ
り
時
運

の
獲
展
に
俘
ひ
次
第
に
勃
興
し
て
來
た
尊
皇
思
想
の
影
響

に
も
依
り
、
又
其
の
動
機
は
外
艦
の
渡
來
に
あ
っ
た
こ
は

、
云
へ
、
其
の
主
要
な
る
原
因
は
實
に
孝
明
天
皇
の
不
世
出

の
御
英
主
に
ま
し
ま
し
た
事
に
嘱
し
奉
ら
ね
ば
な
ら
窮
。

　
天
皇
は
弘
化
三
年
二
月
、
仁
孝
天
皇
崩
御
の
後
を
受
け

て
皇
統
を
嗣
が
せ
ら
れ
た
。
當
時
諸
外
食
は
頻
り
に
東
洋

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
盗
謹

方
面
に
著
目
し
て
競
ふ
て
利
樺
の
獲
得
を
重
り
、
露
英
の

如
き
は
既
に
以
前
か
ら
其
の
船
艦
は
屡
我
が
近
海
に
出
没

し
て
或
は
通
商
を
求
め
、
或
は
所
々
に
警
衛
を
働
い
て
少

か
ら
ず
世
人
を
惟
溢
せ
し
め
、
之
が
爲
め
園
防
の
必
要
を

唱
へ
る
者
も
生
じ
て
、
國
内
漸
く
多
事
な
ら
ん
ビ
す
る
の

形
勢
で
あ
っ
た
。
斯
か
る
際
、
弘
化
三
年
閏
五
月
は
米
國

の
軍
艦
二
隻
浦
賀
に
至
っ
て
互
市
を
開
か
ん
事
を
求
め
淀

が
、
幕
府
は
其
の
國
禁
な
る
旨
を
告
げ
て
之
を
拒
絶
し
た

か
ら
、
七
月
に
至
っ
て
漸
く
其
の
地
を
去
っ
た
。
天
皇
は

御
壷
酢
後
未
だ
問
も
な
い
時
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
が
五
二
を

聞
食
し
て
大
に
叡
慮
を
膨
ま
せ
ら
れ
、
同
年
八
月
、
時
の

關
自
鷹
司
政
事
に
仰
せ
下
さ
れ
て
、
近
凍
異
唐
船
が
時
々

渡
家
す
る
に
就
い
て
は
少
か
ら
ず
叡
慮
に
掛
け
さ
せ
ら
れ

る
か
ら
、
善
く
簿
策
を
蓮
ら
し
て
帥
州
の
蝦
謹
ビ
な
ら
譲

や
う
指
揮
す
べ
く
、
爾
ほ
異
國
船
の
近
状
は
詳
か
に
奏
聞

す
べ
き
旨
を
青
墨
に
傳
へ
さ
せ
ら
れ
た
。
是
に
於
て
幕
府
…

は
仰
を
奉
じ
て
十
月
に
所
司
代
を
し
て
外
園
船
渡
來
の
状

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
三
　
（
　
三
三
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
禦
譲

況
を
奏
聞
さ
せ
だ
。
外
國
事
件
に
就
い
て
勅
命
を
幕
府
に

下
さ
れ
、
幕
府
が
之
を
上
奏
し
た
の
は
實
に
之
を
以
て
噛

矢
こ
す
る
G
尋
い
で
嘉
永
二
年
英
國
の
軍
艦
が
浦
賀
及
び

下
田
に
來
っ
て
海
岸
を
測
量
し
、
乗
組
員
が
上
陸
し
た
事

が
傳
は
っ
た
の
で
、
翌
三
年
十
二
月
に
朝
廷
か
ら
再
び
幕

府
に
御
沙
汰
が
有
っ
て
其
の
近
状
を
奏
聞
さ
せ
ら
れ
た
。

是
等
の
事
は
一
見
當
然
の
事
の
や
う
で
は
め
る
が
、
從
來

政
務
上
の
事
は
す
べ
て
書
下
に
総
委
任
な
さ
れ
て
居
る
ご

難
し
て
、
朝
廷
を
顧
み
な
か
っ
た
幕
府
を
し
て
、
國
家
の

大
事
に
就
い
て
は
之
を
朝
廷
に
奏
聞
す
る
こ
い
ふ
新
例
を

作
ら
せ
た
踊
を
写
す
も
の
ご
し
て
極
め
て
重
要
な
る
膜
革

ご
謂
は
ね
ば
な
ら
漁
◎
後
年
ペ
ソ
ー
が
來
航
し
た
際
に
井

伊
直
弼
を
し
て
外
園
交
通
の
事
は
須
ら
く
天
朝
に
奏
す
べ

し
ご
明
言
さ
せ
た
の
も
、
更
に
叉
ハ
ン
ス
が
通
商
條
約
の

締
結
を
要
求
し
た
際
に
、
幕
府
を
し
て
之
が
勅
許
を
奏
請

せ
し
め
る
に
至
っ
た
の
も
、
決
し
て
其
時
に
初
め
て
其
の

必
要
を
悟
っ
た
の
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
既
に
斯
く
の
如

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
四
　
（
　
三
四
）

き
新
機
蓮
の
胚
啓
し
凍
つ
π
か
ら
で
あ
り
、
而
し
て
其
の

超
源
を
な
す
も
の
は
此
の
弘
化
の
勅
命
で
あ
っ
た
ε
謂
ふ

べ
き
で
あ
る
。

　
や
が
て
嘉
永
六
年
ε
な
っ
て
米
國
の
提
督
ペ
ソ
ー
が
軍

艦
四
隻
を
峯
み
て
浦
賀
に
來
航
し
、
曇
れ
に
あ
っ
て
は
未

だ
嘗
て
見
た
こ
ご
も
な
い
学
芸
な
る
武
器
を
以
て
威
嚇
し

乍
ら
我
れ
、
に
開
國
を
邉
っ
π
o
幕
府
は
初
め
彼
を
し
て
長

崎
に
赴
か
せ
よ
う
ε
し
た
け
れ
ざ
も
墨
譜
に
嘉
か
す
、
遽

に
彼
れ
の
欲
す
る
が
儘
に
此
地
に
経
て
大
統
領
の
國
書
及

び
信
任
状
を
受
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
穴
。
け
れ
ざ

も
彼
は
直
ち
に
回
答
を
迫
ら
す
、
之
を
明
年
再
來
の
際
に

約
し
て
一
旦
琉
球
方
面
に
退
去
す
る
事
ビ
し
、
其
の
禺
爽

に
臨
ん
で
軍
艦
を
｝
暦
溝
内
に
進
め
て
紳
奈
川
沖
で
水
漆

の
測
量
を
黒
し
驚
き
騒
ぐ
寄
々
を
尻
目
に
掛
け
乍
ら
悠
々

ご
波
濤
を
蹴
っ
て
出
で
去
っ
た
。

　
米
艦
の
寡
勢
は
我
國
の
上
下
を
驚
動
さ
せ
た
。
寛
永
以

來
二
百
除
年
間
の
鎖
國
の
夢
か
ら
醒
め
て
俄
に
國
防
武
備



の
野
史
な
る
事
に
氣
が
附
い
た
今
更
如
何
こ
も
す
る
事
が

出
馬
す
、
其
の
不
用
意
を
悔
い
つ
、
徒
ら
に
狼
狽
す
る
の

み
で
あ
っ
π
。
幕
府
読
響
に
あ
っ
て
も
彼
れ
の
要
求
の
許

否
に
就
い
て
は
從
來
の
如
く
濁
断
を
以
て
決
す
る
こ
ご
が

出
家
す
、
之
を
諸
侯
に
罷
る
ご
共
に
一
方
所
司
代
を
し
て

米
害
心
來
の
事
情
を
委
細
に
奏
上
さ
せ
た
。
主
上
は
之
を

聞
し
召
し
て
大
に
叡
慮
を
懸
ま
さ
れ
、
親
ら
天
地
棘
明
に

所
得
を
凝
ら
興
せ
ら
れ
た
の
み
な
ら
す
万
古
七
声
に
命
じ

て
外
夷
の
退
擾
四
海
欝
譲
を
所
ら
せ
ら
れ
、
幕
府
に
向
っ

て
は
米
艦
再
論
の
際
に
於
け
る
措
…
置
に
つ
い
て
審
か
に
奏

上
す
べ
き
旨
を
推
せ
ら
れ
た
。

　
米
艦
渡
來
の
翌
月
、
露
國
か
ら
も
亦
提
督
プ
ー
チ
ヤ
チ

ソ
が
軍
艦
四
隻
を
峯
み
て
長
崎
港
内
に
來
航
し
、
國
境
の

協
定
及
び
通
商
の
盟
始
を
要
求
し
た
。
幕
府
は
吏
を
涯
し

て
之
ビ
封
慮
さ
せ
、
折
衝
に
孟
月
を
費
し
た
後
漸
く
彼
を

し
て
問
題
を
後
歩
に
保
留
す
る
事
に
同
意
さ
せ
て
退
去
せ

し
め
た
。
此
時
に
も
主
上
は
所
司
代
及
び
禁
裡
附
の
士
に

　
　
　
第
九
谷
　
　
研
　
鐙
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
誤

其
の
蓄
髪
を
御
下
問
あ
ら
せ
ら
れ
、
隼
人
か
ら
そ
れ
《
＼

答
奏
し
奉
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
翌
年
の
正
月
に
な
っ

て
ペ
リ
ー
は
約
の
如
く
再
び
憩
奈
川
に
來
っ
て
前
年
の
図

答
を
要
求
し
た
か
ら
慕
府
は
途
に
之
を
拒
否
す
る
事
が
出

家
す
、
三
月
に
彼
ご
和
親
論
罪
を
締
結
す
る
に
至
り
、
次

い
で
閏
七
月
に
は
英
國
軍
艦
四
隻
長
崎
に
來
航
し
て
其
國

の
船
舶
の
義
甲
に
寄
泊
す
べ
き
認
諾
を
求
め
た
か
ら
、
入

港
に
之
こ
も
和
親
善
導
を
締
結
し
た
。
襲
に
一
旦
退
去
し

泥
露
國
の
プ
ー
チ
ャ
チ
ソ
は
米
英
爾
國
が
我
國
ご
和
親
條

約
を
締
結
し
た
事
々
聞
い
た
故
か
、
同
年
九
月
十
八
鴇
軍

艦
ヂ
ア
ナ
に
乗
じ
て
突
然
大
釜
安
治
川
沖
に
到
着
し
た
。

彼
は
民
地
の
開
港
を
望
ん
だ
の
で
あ
る
Q
意
外
に
も
外
艦

が
京
師
近
く
渡
來
し
た
事
で
あ
る
か
ら
京
師
上
下
の
驚
愕

は
激
減
に
達
し
、
今
に
も
禁
闘
を
侵
さ
れ
や
う
か
ご
、
人

人
霊
夜
安
き
3
6
も
無
か
っ
た
。
大
阪
城
代
は
大
に
恐
催
し

て
連
か
に
退
蹄
さ
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ご
し
て
百
方
彼
を
説
諭

し
十
月
三
日
に
至
っ
て
漸
く
薪
水
食
糧
を
給
寂
し
て
下
田

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
五
　
（
　
三
五
）



　
　
　
弟
九
巻
　

研
究
　
孝
明
天
蟻
の
聖
談

に
向
っ
て
退
去
さ
せ
た
。
善
く
て
彼
所
に
於
て
幕
吏
は
彼

ご
管
見
し
て
十
二
月
に
得
策
ご
も
和
親
條
約
を
締
結
し
た

の
で
あ
る
。

　
斯
く
の
如
く
外
艦
が
頻
々
ご
し
て
宝
器
に
渡
黙
し
て
開

國
を
迫
り
、
如
何
に
し
て
も
彼
等
ε
和
親
條
約
を
締
結
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
落
下
に
立
ち
至
っ
た
の
で
あ
る
が
彼

等
は
決
し
て
其
れ
の
み
で
は
満
足
す
る
も
の
で
は
な
く
、

進
ん
で
難
商
互
市
を
開
始
せ
し
め
ね
ば
止
ま
な
か
っ
た
。

而
も
之
は
我
國
に
ご
つ
て
は
更
に
重
大
な
る
事
件
で
あ
っ

て
、
此
の
問
題
が
処
っ
て
か
ら
朝
幕
の
問
に
意
見
の
疎
隔

を
生
じ
延
い
て
松
内
は
甚
し
き
紛
糾
動
揺
に
隔
っ
た
の
で

あ
る
。

　
安
政
三
年
七
月
米
國
総
領
事
ハ
リ
ス
は
、
此
問
題
を
提

げ
て
第
一
に
下
田
を
訪
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
頗
る
強

硬
な
る
態
度
を
以
て
先
づ
江
戸
出
府
及
び
登
城
論
見
を
要

求
し
、
幕
府
は
之
を
隈
止
せ
ん
こ
し
て
殆
ん
ざ
一
年
の
月

臼
を
折
衝
の
虐
め
に
塞
費
し
π
が
容
易
に
彼
を
屈
せ
し
め

　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
　
鰭
　
　
　
　
三
山
ハ
　
（
　
ご
一
六
）

る
事
が
出
來
す
、
途
に
其
要
求
を
容
れ
て
没
年
十
月
に
登

城
謁
見
を
許
す
に
至
つ
π
o
彼
は
下
下
に
謁
し
た
る
後
初

め
て
老
中
堀
田
備
…
中
守
に
今
回
渡
來
の
目
的
た
る
大
統
領

の
書
翰
を
呈
し
、
湿
商
條
約
の
締
結
を
拗
慌
し
た
の
で
あ

る
Q
幕
府
は
初
め
其
の
許
否
に
迷
っ
て
、
有
司
に
凝
議
さ

せ
る
ご
巴
戦
に
他
方
に
於
て
之
に
謝
す
る
鼎
諮
侯
の
意
見
を
徴

し
た
の
で
あ
る
が
議
論
匿
々
こ
し
て
一
定
せ
な
か
っ
た
。

け
れ
ざ
も
ハ
ジ
ス
の
言
ふ
駈
一
理
無
い
で
は
な
か
っ
た
か

ら
強
ひ
て
拒
絶
す
る
事
も
出
來
す
、
途
に
意
を
映
し
て
之

を
許
可
す
る
事
ご
定
め
、
幕
吏
を
し
て
ハ
ジ
ス
ご
談
鋼
を

開
始
さ
せ
る
ご
一
詞
時
．
に
山
堺
都
駈
禧
代
を
し
て
爾
…
傳
奏
に
よ

っ
て
通
商
及
び
外
吏
の
駐
在
を
許
可
す
る
事
等
に
封
ず
る

幕
府
の
内
意
を
上
奏
さ
せ
、
後
宮
に
特
使
を
派
し
て
談
鋼

の
経
過
を
上
奏
し
爾
ほ
御
下
問
に
も
鷹
じ
さ
せ
る
事
ε
し

た
の
で
あ
る
。
（
安
政
四
年
十
二
月
）
然
る
に
當
時
我
國
の

上
下
は
久
し
い
鐙
國
の
爲
に
未
だ
海
外
の
事
情
に
通
せ
す

嘉
永
磐
越
頻
り
に
諸
外
人
の
翠
蔓
し
て
種
々
の
要
求
を
爲



し
、
而
も
其
の
熊
度
頗
る
傲
慢
で
あ
っ
て
往
々
脅
威
嗣
喝

を
以
て
強
制
的
に
之
に
癒
ぜ
し
め
よ
う
ご
す
る
の
は
、
其

の
画
意
那
邊
に
在
る
か
測
り
知
り
難
い
も
の
で
あ
っ
た
か

ら
、
朝
紳
等
が
多
く
彼
等
外
人
の
接
近
を
拒
ま
う
ご
し
た

の
は
決
し
て
無
理
の
な
い
事
で
あ
る
。
故
に
幕
府
の
上
奏

を
聞
い
て
怠
慢
の
間
に
は
大
に
議
論
が
沸
騰
し
た
の
で
あ

る
が
、
結
局
、
た
ご
ひ
通
商
條
約
を
締
結
す
る
ε
し
て
も

畿
杓
及
び
皇
都
近
國
に
は
決
し
て
外
人
を
近
づ
け
て
は
な

ら
ぬ
こ
ご
を
幕
府
に
蓮
翻
し
た
。
斯
か
る
問
に
江
戸
で
の

談
鋼
は
進
捗
し
て
五
年
正
月
十
二
日
に
於
け
る
最
後
の
會

見
で
賂
ぽ
満
了
し
た
が
、
之
に
調
印
す
る
に
就
い
て
は
是

非
こ
も
朝
廷
に
奏
馨
し
て
勅
許
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
澱
の

で
老
中
堀
田
纐
中
守
正
県
外
二
名
が
上
京
し
て
朝
紳
の
間

に
斡
旋
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
。
此
事
が
聞
へ
た
か
ら
朝
廷

で
は
塗
れ
に
醤
す
る
方
針
を
定
め
る
爲
め
に
三
公
以
下
現

在
の
公
卿
に
命
じ
て
各
意
見
を
提
出
　
さ
せ
ら
れ
た
が
其
の

大
多
数
は
此
際
諸
侯
の
意
見
を
徴
し
、
國
論
に
依
っ
て
之

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
護
、

を
決
定
す
る
が
善
い
、
叉
假
倉
之
を
許
可
す
る
ご
し
て
も

畿
内
近
國
を
開
放
す
る
事
は
宜
し
く
な
い
ご
走
破
し
た
。

孝
明
天
皇
の
叡
慮
も
亦
此
の
多
数
の
意
晃
だ
御
同
様
で
あ

ら
せ
ら
れ
た
ご
憐
察
す
る
。

　
　
　
　
二

　
此
時
に
方
っ
て
朝
廷
の
建
仁
の
幕
府
に
封
ず
る
態
度
は

記
号
ご
は
大
に
異
っ
て
、
最
早
応
訴
の
如
く
幕
府
を
恐
れ

て
其
忌
諜
に
鰯
れ
澱
や
う
命
・
惟
れ
從
ふ
ご
い
ふ
風
で
は
無

か
っ
た
Q
斯
く
て
朝
幕
の
爾
係
が
大
に
墾
化
し
て
幕
府
の

灌
威
の
漸
次
失
墜
し
て
來
た
こ
共
に
朝
廷
の
御
威
光
が
頓

に
勃
興
し
て
來
た
の
に
就
い
て
は
諸
大
名
の
京
都
手
入
こ

い
ふ
事
が
又
至
大
な
る
原
因
を
饗
し
て
み
る
。

　
幕
府
は
諸
大
名
に
封
ず
る
政
策
の
一
こ
し
て
、
彼
等
が

朝
廷
に
接
近
す
る
事
を
深
く
懸
念
し
、
茜
國
諸
侯
が
墾
観

交
代
を
す
る
際
に
も
大
津
か
ら
直
ち
に
伏
見
に
至
る
や
う

に
し
て
、
彼
等
の
京
都
通
行
を
妨
げ
た
。
叉
諸
使
が
朝
紳

ご
婚
姻
を
結
ば
ん
こ
す
る
に
は
憎
め
幕
府
に
願
ひ
毘
で
＼
、

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
七
　
（
　
三
七
）



　
　
　
策
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
牽
明
天
皇
の
驚
談

其
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
澱
こ
い
ふ
こ
ご
も
定
め
た

け
れ
ざ
も
泰
雫
が
久
し
く
績
く
に
從
っ
て
幕
府
は
此
事
に

鋤
す
る
顧
慮
を
次
第
に
薄
ら
い
で
家
た
爲
め
何
時
ご
は
な

し
に
強
藩
ご
朝
紳
と
が
婚
姻
閣
係
其
他
に
よ
っ
て
互
に
相

接
近
す
る
や
う
に
成
っ
た
Q
所
へ
邊
警
が
漸
く
多
事
ざ
な

り
、
世
態
が
愈
紛
糾
し
て
継
る
及
ん
で
彼
等
朝
紳
に
縁
赦

あ
る
諸
侯
が
其
手
蔓
に
よ
っ
て
朝
廷
に
入
鋭
し
幕
政
を
非

議
し
．
奪
王
捜
夷
を
唱
へ
朝
威
に
よ
っ
て
幕
府
の
弊
峡
を
匡

正
し
よ
う
ε
し
た
の
で
あ
る
。
之
が
即
ち
諸
大
名
の
京
都

手
入
ご
云
は
れ
る
も
の
で
あ
る
Q
其
等
の
中
で
著
し
い
も

の
は
近
衡
家
ご
縁
故
あ
る
薩
摩
、
尾
張
、
鷹
司
家
ご
…
關
係

あ
る
水
戸
》
阿
波
の
諸
藩
で
あ
っ
て
、
其
他
仙
壷
、
鳥
取

等
の
諸
藩
よ
り
も
密
か
に
重
臣
が
上
京
し
て
運
動
し
だ
や

う
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
次
第
で
あ
っ
た
か
ら
、
朝
紳
の

幕
府
に
劃
す
る
態
度
も
自
ら
墾
兆
を
似
た
さ
漁
わ
け
に
は

行
か
な
か
っ
た
。

　
斯
か
る
折
柄
堀
田
備
中
守
は
上
京
し
た
の
で
あ
る
。
而

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
八
　
（
　
三
入
）

も
彼
は
朝
紳
の
幕
府
を
見
る
こ
ε
爾
ほ
昔
日
の
如
く
、
容

易
に
幕
府
の
言
に
服
駕
す
る
も
の
こ
思
ひ
込
ん
で
居
た
の

で
あ
る
が
、
愈
上
京
し
て
彼
等
の
態
度
の
意
外
に
強
硬
な

る
に
甚
し
く
困
惑
し
た
の
で
あ
っ
た
。
先
づ
正
睦
の
奏
講

に
封
し
て
は
朝
廷
よ
b
、
條
約
亡
妻
の
一
條
は
容
易
な
ら

諏
大
事
で
あ
っ
て
紳
宮
以
下
皇
耐
皇
宗
に
謁
せ
ら
れ
て
叡

鍛
工
か
ら
ざ
る
趣
で
あ
る
Q
且
つ
此
際
最
も
必
要
な
る
は

國
内
人
心
の
居
合
で
あ
る
か
ら
、
三
家
以
下
諸
大
名
の
赤

心
を
聞
し
召
さ
れ
た
く
思
し
召
さ
れ
る
。
故
に
今
一
度
墓

命
を
下
し
て
諸
大
名
の
意
見
を
上
書
さ
せ
て
叡
覧
に
供
へ

る
や
う
に
ご
の
内
旨
を
傳
へ
ら
れ
た
。
正
睦
ほ
直
ち
に
之

を
關
束
に
報
じ
た
が
、
關
束
か
ら
は
折
返
し
て
人
心
の
居

合
は
延
方
に
て
如
何
や
う
に
も
御
引
請
け
申
上
げ
る
か
ら

其
黙
に
．
就
て
は
哀
襟
を
安
ん
せ
さ
せ
ら
れ
る
や
う
に
、
ご
御

壁
へ
申
上
げ
た
。
瞬
時
關
臼
九
條
爾
忠
は
幕
府
の
爲
め
に

周
旋
し
て
、
今
度
の
事
に
就
い
て
は
萬
事
關
束
に
御
委
任

あ
ら
せ
ら
れ
る
こ
の
勅
詫
を
正
睦
に
下
さ
れ
よ
う
ビ
し
た



け
れ
こ
も
、
大
閤
鷹
司
政
瓢
…
、
左
大
臣
近
衛
忠
熈
、
内
大

臣
三
條
聖
遷
を
始
め
諸
卿
は
悉
く
之
に
反
摂
し
て
大
に
其

の
不
可
を
論
じ
た
。
孝
明
天
皇
に
も
寝
装
に
就
い
て
は
痛

く
農
襟
を
澄
ま
せ
ら
れ
て
、
屡
農
翰
を
照
照
、
實
寓
等
に

賜
は
り
、
盛
業
を
恐
れ
て
國
家
の
大
事
を
誤
ま
る
こ
ε
な

く
、
飽
く
ま
で
叡
慮
を
貫
徹
す
る
や
う
に
ご
御
望
み
遊
ば

さ
れ
た
。
斯
く
て
朝
廷
で
は
硬
論
涙
が
勝
を
占
め
て
、
幕

府
を
庇
謹
す
る
ε
目
ざ
、
れ
た
傳
奏
東
坊
城
聰
長
は
幕
府

の
同
意
を
要
し
た
数
百
年
の
規
格
を
破
っ
て
朝
廷
の
濁
断

を
以
て
罷
免
さ
れ
、
正
睦
に
醤
し
て
は
往
年
下
田
開
港
の

條
約
容
易
な
ら
ざ
る
上
、
ム
ー
度
の
解
約
の
趣
で
は
御
國
威

立
ち
難
く
思
し
召
さ
れ
る
、
旦
つ
諸
臣
の
群
議
に
も
今
度

の
條
々
は
殊
に
御
國
醗
に
拘
り
、
後
患
測
り
難
い
由
を
申

し
て
居
る
か
ら
、
猫
ほ
三
家
以
下
諸
大
名
へ
も
壷
命
を
下

し
て
、
専
慮
衆
議
の
上
、
改
め
て
言
上
致
す
よ
う
に
ご
の
御

沙
汰
を
下
さ
れ
た
。
蕪
に
於
て
正
睦
は
又
策
の
施
す
べ
き

や
う
無
一
、
途
t
其
の
臼
的
を
達
せ
す
し
て
甚
し
く
蹄
府

　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
孝
明
天
皇
の
盗
談

ず
る
の
除
儀
な
き
に
至
っ
た
。
瞬
時
此
の
條
約
勅
許
奏
講

事
件
の
外
、
ム
⊥
つ
之
ご
相
關
聯
し
て
局
面
を
一
暦
紛
納
圏

さ
せ
だ
の
は
幕
府
の
縫
嗣
問
題
で
あ
っ
た
。
執
事
に
就
い

て
は
此
所
に
詳
説
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
唯
だ
其
の
概

要
を
言
へ
ば
、
將
軍
家
定
は
頗
る
病
弱
で
あ
っ
た
か
ら
早

く
織
嗣
を
定
め
て
置
く
必
要
が
あ
っ
た
が
、
其
の
候
補
者

に
就
て
議
論
が
隠
謀
に
分
れ
、
｝
方
は
年
長
に
し
て
英
明

な
る
一
橋
慶
喜
を
立
て
よ
う
こ
し
、
他
方
は
年
少
で
は
あ

る
け
れ
ご
も
將
軍
に
血
統
が
近
い
紀
州
の
慶
蔵
を
立
て
よ

う
こ
し
、
前
者
は
多
く
幕
府
反
樹
涙
の
大
名
が
主
張
し
、
後

者
は
主
ご
し
て
幕
府
側
の
大
名
が
主
張
し
元
の
で
あ
る
。

而
し
て
愚
者
は
何
れ
も
京
都
に
ま
で
入
卑
し
て
互
に
興
の

目
的
を
達
し
よ
う
ビ
努
め
た
。
馳

　
斯
か
る
問
に
幕
府
の
内
部
で
は
紀
州
涙
の
閣
老
等
は
糖

議
し
て
、
此
際
幕
府
の
中
堅
ご
爲
っ
て
反
勤
派
を
威
駆
し

得
る
有
力
な
る
人
物
を
任
用
す
べ
き
必
要
が
あ
る
が
、
其

れ
に
は
彦
根
の
弁
硬
直
弼
こ
そ
最
も
適
嘗
で
あ
る
と
認
め

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
三
九
　
（
　
三
九
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
繊
　
　
孝
明
天
蟻
の
塗
謹

て
其
事
を
幣
串
に
上
解
し
、
堀
田
正
睦
が
京
都
か
ら
鰭
燃

し
た
後
二
ほ
を
経
た
鰻
月
二
十
二
日
に
彼
を
大
老
に
任
命

し
た
。

　
此
時
恰
か
も
隣
邦
は
支
那
は
英
佛
の
縣
…
舎
艦
…
豚
に
攻
撃

さ
れ
て
非
常
な
敗
北
を
取
つ
π
か
ら
、
ハ
ン
ス
は
機
乗
す

べ
し
ご
し
て
、
支
那
を
破
っ
た
墨
黒
爾
國
が
戦
勝
の
鈴
威

に
乗
じ
て
何
時
日
本
に
押
掛
け
て
來
る
か
も
知
れ
濾
、
若

し
落
款
な
事
で
も
あ
れ
ば
其
の
要
求
は
必
ず
米
國
の
そ
れ

よ
り
も
過
大
で
あ
る
に
相
蓮
な
い
Q
彼
等
の
來
・
な
い
内
に

米
國
ご
の
條
約
に
調
印
し
て
遣
く
方
が
日
本
に
取
っ
て
得

策
で
あ
る
ご
言
葉
巧
み
に
拗
説
し
た
か
ら
幕
府
は
途
に
彼

の
策
略
に
乗
せ
ら
れ
て
勅
許
を
得
る
の
暇
な
く
急
遽
面
従

に
調
印
し
て
仕
舞
つ
た
。
（
六
月
二
十
矯
）
斯
く
て
調
印
の

絡
つ
た
翌
臼
幕
府
か
ら
は
堀
田
以
下
閣
老
連
署
の
一
書
を

爾
傳
・
奏
に
総
り
、
巳
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
っ
て
通
商
條

約
に
調
印
を
了
し
た
旨
を
報
じ
た
。
朝
畷
路
は
斯
く
ご
聞

い
て
幕
府
が
勅
許
を
も
待
た
す
に
、
國
家
の
大
事
を
取
套

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

四
〇
（
四
〇
）

極
め
た
不
都
合
を
甚
し
く
憤
り
、
志
士
．
浪
人
及
び
一
部
の

大
名
も
之
を
…
以
て
許
す
べ
か
ら
ざ
る
幕
府
の
大
王
禮
で
、

正
し
く
違
勅
の
罪
に
當
る
べ
き
も
の
で
あ
る
ご
論
じ
、
一

橋
慶
喜
及
び
田
安
慶
頼
は
六
月
二
十
三
日
共
に
登
城
し
て

嚴
し
く
大
老
を
面
責
し
、
璽
二
十
四
口
に
は
徳
川
齊
昭
、
同

慶
篤
父
子
、
徳
川
慢
勝
の
三
入
潮
相
携
へ
て
登
城
し
て
大

に
大
老
、
老
中
を
詰
責
し
、
松
李
慶
永
も
虚
日
大
老
を
藩
、

邸
に
訪
ふ
て
其
の
不
法
を
詰
つ
セ
。
け
れ
ざ
も
大
老
は
言

を
左
右
に
し
て
巧
に
其
の
鏡
鋒
を
避
け
た
か
ら
彼
等
は
何

れ
も
要
領
を
得
す
し
て
引
齢
し
た
の
で
あ
る
。
斯
く
て
二

＋
五
日
に
幕
府
は
途
に
紀
傍
慶
薦
を
養
君
ご
す
る
旨
を
公

布
し
て
黙
思
派
の
計
書
を
水
泡
に
露
せ
し
め
、
且
つ
此
の

機
會
に
於
て
彼
等
を
簾
潔
し
て
幕
威
を
示
さ
ね
ば
な
ら
澱

ε
、
七
月
五
腎
に
齊
昭
、
丸
勝
、
慶
永
に
致
仕
謹
愼
を
命

じ
、
慶
篤
、
慶
喜
に
登
城
停
止
を
串
渡
し
た
。
將
軍
家
定

は
之
よ
咽
り
以
前
か
ら
大
病
で
あ
っ
た
が
此
の
所
得
の
行
は

れ
た
璽
日
野
じ
家
茂
（
慶
顧
）
が
潴
軍
職
を
嗣
い
だ
o



｛

　
　
　
　
三

幕
府
が
米
國
ε
池
商
條
約
を
締
結
し
た
後
間
も
な
く
露

國
の
ブ
ー
チ
ヤ
チ
ン
は
品
川
に
來
っ
て
同
じ
く
其
の
締
結

を
要
求
し
た
か
ら
今
は
之
を
拒
む
わ
け
に
は
行
か
す
、
七

月
十
一
日
に
米
國
ご
結
ん
だ
こ
殆
ん
ご
同
様
の
條
約
を
締

結
し
、
英
蘭
二
國
亦
來
っ
て
之
を
求
め
た
か
ら
同
月
相
前

後
し
て
締
結
し
、
九
月
に
は
佛
國
ご
も
之
を
締
結
し
た
。

　
朝
廷
で
は
條
約
調
印
問
題
に
樹
す
る
慮
置
に
就
い
て
公

卿
等
協
議
の
結
果
、
主
こ
し
て
沃
衛
忠
粂
三
條
實
萬
の
議

に
よ
っ
て
、
三
家
大
老
の
中
一
人
に
急
遽
上
京
を
命
じ
て

事
情
を
詰
問
す
る
事
こ
し
、
其
旨
を
幕
府
に
傳
へ
た
。
此

轍
が
幕
府
に
達
し
た
時
（
七
刀
六
日
）
に
は
將
軍
家
定
は
病

氣
一
驚
で
、
三
家
の
内
、
尾
張
水
戸
二
侯
は
既
に
蟄
居
を

命
ぜ
ら
れ
、
大
老
も
亦
内
外
機
務
多
端
で
あ
っ
て
寓
京
す

る
事
が
出
監
な
か
っ
た
か
ら
、
老
中
間
部
下
総
守
を
代
っ

て
上
京
さ
せ
る
事
ご
し
て
其
旨
を
奉
答
し
た
。
然
る
に
間

も
な
く
（
七
月
六
日
）
家
定
が
麗
悪
し
だ
か
ら
、
下
総
守
の

　
　
　
第
九
巷
　

研
究
　
孝
明
天
畠
の
聖
談

上
京
も
随
っ
て
、
延
引
さ
れ
る
こ
ご
、
な
っ
た
。

　
此
頃
天
皇
は
幕
府
の
内
外
に
饗
す
る
庭
鴛
の
宜
し
き
を

得
な
い
事
に
就
い
て
日
夜
甚
く
叡
慮
を
橋
ま
せ
ら
れ
て
居

る
中
に
、
或
る
容
易
な
ら
ざ
る
事
を
さ
へ
聞
し
食
さ
れ
た

緩
め
に
、
畏
く
も
御
遜
位
の
御
思
召
を
近
臣
等
に
洩
ら
さ

せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
其
事
は
次
に
掲
げ
る
文
書
に
よ
っ

て
窺
ひ
奉
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
一
・
・
譲
國
芸
事
，
先
達
書
付
巡
廻
候
虎
、
各
只
ヒ
止
候
計
一
　

　
弼
後
考
氷
蔵
候
彪
，
是
ハ
誠
二
極
密
忌
事
乍
、
大
分
彼
是
・
・
ラ

　
毒
害
之
沙
汰
便
々
二
而
用
心
致
候
様
心
得
致
呉
候
事
二
候
、
就

　
右
テ
モ
倍
…
考
候
二
、
、
・
一
凸
二
三
如
何
様
之
仕
A
ロ
ニ
成
候
テ
モ

　
頓
ト
不
苦
候
得
共
、
左
襟
之
横
死
候
モ
歎
ケ
敷
↓
且
ハ
矢
張
不
孝

　
皇
統
之
蝦
嘆
力
ト
モ
存
候
、
其
上
・
・
三
襟
威
愚
昧
三
者
乍
何

　
力
格
別
二
強
意
三
襟
旧
風
ニ
テ
三
三
束
邊
ハ
定
テ
邪
・
魔
工
成
候

　
哉
ト
被
察
候
、
就
二
者
、
糠
殺
之
計
策
モ
起
り
旧
事
こ
存
候
、
就

　
テ
ハ
此
儘
居
霜
囲
テ
ハ
只
々
關
東
二
瓜
蝿
酒
仙
テ
、
却
テ
事
不

　
成
就
ミ
存
候
開
、
暫
時
譲
位
候
テ
耳
底
儀
底
方
宜
哉
ε
存
候
衆

　
人
講
…
國
之
｛
争
御
蒲
候
得
距
ハ
、
噸
禺
二
此
所
ニ
テ
灘
円
蓋
像
肌
得
ハ
御
止

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
一
　
（
　
四
一
）
　
　
　
　
　
軸
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候
爵
（
詮
）
モ
蕪
｛
ツ
」
、
矢
張
認
…
位
擁
恥
モ
同
軸
山
A
ロ
ニ
黒
棚
＋
ス
哉
、
何

分
・
孟
羅
轟
熟
考
頼
入
候
棄
覆
面
藏
麩
舗
家
）

之
は
燧
か
に
哀
輸
の
爲
ご
思
は
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
年

月
も
宛
名
も
記
さ
れ
て
は
み
な
い
Q
け
れ
ご
も
｝
編
の
文

意
よ
り
推
測
し
て
、
安
政
五
年
七
月
よ
り
大
獄
に
至
お
迄

の
間
に
右
大
臣
鷹
司
輔
熈
に
賜
は
つ
た
も
の
こ
認
め
ら
れ

る
。
鼓
に
記
さ
れ
た
る
毒
害
の
計
の
實
否
は
兎
も
角
ご
し

て
、
た
こ
ひ
風
説
に
渦
…
ぎ
な
か
っ
た
に
も
せ
よ
、
斯
か
る

恐
れ
多
い
事
が
叡
聞
に
達
す
る
に
至
っ
た
の
は
、
幕
府
の

朝
廷
に
奉
謝
す
る
態
度
に
著
し
く
奪
崇
の
念
を
軽
き
旧
臣

の
黙
が
多
か
っ
た
が
爲
め
で
あ
ら
う
。
併
し
な
が
ら
主
上

に
於
か
せ
ら
れ
て
は
コ
身
は
如
何
様
の
仕
合
に
成
る
こ

も
苦
し
く
は
無
い
、
た
“
不
孝
と
な
り
、
皇
統
の
堰
理
ビ

成
ら
う
か
ご
恐
れ
る
L
ピ
宣
は
せ
ら
れ
て
居
る
の
は
誠
に

恐
れ
多
い
御
事
ご
串
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
天
皇
の
御
遜
位
の

御
希
望
は
此
後
も
常
に
御
念
頭
を
離
さ
せ
ら
れ
す
、
屡
解

悟
を
仰
せ
幽
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
何
時
も
公
卿
等

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
二
　
（
四
二
）
　
　
　
　
　
．

の
切
な
る
御
諌
に
依
っ
て
御
心
な
ら
す
も
思
召
止
ま
ら
せ

ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
安
政
五
年
八
月
入
日
、
天
皇
は
逃
亡
、
實
萬
等
の
議
を

納
れ
さ
せ
ら
れ
て
、
主
こ
し
て
幕
府
の
當
路
を
更
迭
せ
し

め
幕
政
の
改
革
を
行
は
せ
ん
が
爲
め
に
内
勅
を
水
戸
藩
に

下
さ
れ
る
事
こ
な
っ
た
。
其
の
要
旨
は
幕
府
の
有
司
が
專

断
を
以
て
皇
國
の
重
事
な
る
條
約
に
調
印
し
、
事
絡
っ
て

後
に
奏
上
じ
た
の
は
輕
卒
の
取
計
で
あ
っ
て
御
不
審
に
思

召
さ
れ
る
所
で
あ
る
。
斯
く
の
如
き
有
戸
で
は
外
夷
の
事

は
姑
く
措
く
も
、
國
内
の
治
臨
如
何
で
あ
ら
う
か
ε
叡
慮

を
情
さ
れ
る
。
其
れ
故
、
公
武
の
實
情
を
盤
し
東
西
合
騰

し
て
永
久
安
全
の
策
を
講
ず
る
爲
め
、
三
家
大
老
の
上
京

を
命
じ
た
が
、
厄
水
爾
家
は
罪
が
有
っ
て
謹
愼
串
こ
の
事
．

其
れ
は
如
何
な
る
罪
状
に
因
る
か
知
り
難
い
が
、
方
今
外

夷
の
頻
り
に
入
津
す
る
に
際
し
、
柳
螢
の
朋
翼
を
殺
ぐ
は

争
心
の
蹄
饗
に
も
關
す
る
で
あ
ら
う
と
憂
ひ
思
食
さ
れ
る

漕
に
三
家
以
下
諸
大
名
の
衆
議
を
聞
し
召
さ
れ
た
い
ε
御



望
み
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
も
強
ち
外
夷
の
事
の
み
に
關
す
る

の
で
は
な
い
。
内
憂
が
有
っ
て
平
復
更
の
事
で
め
る
か
ら

此
上
に
街
ほ
大
老
閣
老
其
他
三
家
、
爾
卿
、
家
門
、
外
様

譜
代
の
諸
大
名
ご
共
に
群
議
を
凝
ら
し
、
國
内
寧
静
、
公

武
一
致
を
以
て
、
愈
長
久
に
徳
川
家
を
輔
翼
す
る
策
を
建

て
、
内
を
整
へ
て
外
侮
を
防
ぐ
法
を
講
ず
る
や
う
に
」
ε

い
ふ
の
で
あ
っ
て
、
外
に
水
戸
家
は
諸
大
名
の
筆
頭
で
あ

る
か
ら
こ
い
ふ
の
で
、
今
回
の
勅
謎
の
趣
を
奉
帯
し
、
三

家
以
下
の
諸
侯
へ
も
蓮
達
し
て
共
に
協
議
せ
よ
ご
の
叡
旨

を
傳
へ
ら
れ
た
。
け
れ
ざ
も
之
を
秘
密
に
附
す
る
の
は
宜

く
な
い
ご
し
て
、
其
後
二
日
を
経
て
幕
府
へ
も
同
機
の
勅

謎
を
傳
へ
ら
れ
た
。
　
…
大
名
た
る
水
雲
へ
斯
く
の
如
き
重

大
な
る
勅
謎
を
下
さ
れ
た
の
は
初
め
て
の
事
で
あ
っ
て
、

雲
間
の
幕
府
の
制
度
を
無
臆
し
た
事
で
あ
っ
た
か
ら
、
井

伊
大
老
は
大
に
驚
き
、
直
ち
に
水
工
に
向
っ
て
は
其
れ
を

諸
侯
に
通
達
す
る
事
を
差
留
め
（
後
に
三
家
爾
卿
へ
の
み

遮
達
す
る
事
を
許
し
た
）
朝
廷
に
狂
し
て
は
急
ぎ
間
部
下

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
畠
の
聖
談

総
守
を
上
京
せ
し
め
て
委
細
を
答
奏
さ
せ
る
事
こ
し
た
。

　
此
所
で
少
し
く
幕
府
ご
九
條
關
自
ご
の
閣
係
に
就
い
て

述
べ
て
置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
從
來
・
…
關
臼
は
幕
府
の
政
策
に

一
方
な
ら
す
同
情
し
、
朝
幕
の
間
に
在
っ
て
常
に
調
停
的

態
度
を
執
り
來
り
、
水
藩
へ
降
等
の
際
、
に
も
關
臼
の
み
は

之
に
反
黒
し
て
其
の
蓮
署
に
與
か
ら
な
か
つ
泥
の
で
あ
る

幕
府
に
反
省
の
公
卿
が
斯
か
る
開
自
の
態
度
に
懐
ら
壷
思

ふ
た
の
は
勿
論
の
事
で
、
之
が
進
め
に
鷹
司
右
府
、
三
條
内

府
等
は
厘
醐
白
に
翠
黛
を
鋤
署
し
た
程
で
あ
っ
た
。
斯
か

る
際
、
水
藩
へ
の
寺
男
後
聞
も
な
く
、
關
臼
は
事
に
依
っ

て
主
上
の
逆
鱗
に
鰯
れ
た
事
が
あ
っ
た
か
ら
途
に
内
魔
を

嚇
す
る
に
至
っ
た
。
幕
府
は
關
自
の
地
位
が
危
殆
に
瀕
し

た
ご
聞
い
て
大
に
驚
き
、
石
臼
に
し
て
其
の
地
位
を
去
つ

旋
な
ら
ば
幕
府
の
意
思
は
到
底
朝
廷
に
達
す
’
る
望
み
が
無

く
な
ら
う
ご
、
極
力
擁
護
し
や
う
ε
試
み
た
。
下
総
守
の

急
い
で
上
京
し
た
の
も
一
は
其
の
爲
め
で
あ
っ
た
Q
（
彼
は

九
月
三
日
に
江
戸
を
醸
し
だ
Q
）
幕
府
に
反
謝
の
公
卿
等
は

　
　
　
　
　
　
　
第
一
鞭
　
　
　
四
三
　
（
　
四
三
）
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下
組
守
が
愈
上
京
す
る
ご
聞
い
て
、
其
れ
ま
で
に
是
非
貫

も
念
書
を
僻
満
せ
し
め
ね
ば
な
る
ま
い
ご
、
主
上
に
渤
め

奉
り
、
勅
便
を
蹴
て
僻
職
を
促
が
し
た
か
ら
、
關
臼
も
白

む
を
得
す
僻
表
を
提
拙
す
る
に
至
っ
た
．
、
併
し
幕
府
は
飽

く
乱
で
も
九
條
關
臼
を
其
の
地
位
に
据
へ
て
遣
く
必
要
こ

し
て
容
易
に
其
の
僻
職
を
認
め
す
、
之
が
下
達
を
受
け
て

も
故
ら
に
答
奏
を
蓬
延
し
て
居
っ
た
。
幕
府
は
朝
廷
の
形

勢
が
自
家
に
取
っ
て
田
々
非
こ
な
り
行
く
の
を
見
て
、
今

の
中
に
反
…
樹
涙
に
闘
然
た
る
威
厭
胤
を
皇
猷
へ
て
琶
か
ね
ば
到

底
幕
府
の
政
策
を
途
行
ず
る
事
が
鵠
心
な
い
ご
悟
り
、
先

づ
廟
堂
鋤
鑑
の
根
元
陀
る
志
士
浪
士
を
捕
緯
し
、
彼
等
の

脆
計
を
許
い
て
、
朝
官
を
翅
服
さ
せ
ん
ご
試
み
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
が
所
謂
安
政
の
大
獄
を
淡
行
ず
る
に
至
ら
せ
た

の
で
あ
っ
て
、
終
端
は
下
総
守
の
藩
京
す
る
少
し
前
か
ら

登
せ
ら
れ
て
る
た
の
で
あ
る
。
斯
ぐ
て
下
総
守
の
入
京
後

は
下
　
一
方
に
志
士
の
逮
捕
鞠
問
を
煽
行
ず
る
ご
共
に
、
他

方
九
條
關
臼
の
復
職
を
簡
旋
し
、
其
の
僻
職
を
差
止
め
ら

　
　
　
　
　
　
第
一
盤
　
　
　
四
四
　
（
　
四
四
）

れ
た
い
こ
の
幕
府
の
意
．
饗
を
上
奏
し
た
。
關
自
排
斥
派
の

公
卿
も
今
は
強
ひ
て
幕
府
に
償
却
す
る
の
不
利
を
曉
っ
て

關
自
を
復
職
せ
し
め
る
事
に
決
し
、
十
月
十
五
日
に
關
・
臼

内
覧
共
に
元
の
如
く
勤
仕
せ
よ
ご
の
御
沙
汰
が
下
っ
た
Q

之
れ
で
下
総
守
上
京
の
第
一
の
目
的
は
翻
せ
ら
れ
た
の
で

あ
っ
て
、
其
後
は
閥
臼
の
斡
旋
に
よ
っ
て
幕
府
の
意
思
が

漸
次
に
朝
廷
に
通
じ
、
條
約
調
印
の
事
は
兎
も
角
も
事
情

を
諒
恕
さ
れ
る
事
こ
な
っ
て
、
十
二
月
晦
日
に
下
総
守
に

其
旨
の
勅
書
を
賜
は
つ
た
。
之
に
依
っ
て
久
し
く
朝
幕
の

聞
に
横
は
つ
て
居
っ
た
直
直
無
断
調
印
の
大
問
題
は
漸
く

こ
、
に
解
映
を
告
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
此
の
目

的
を
歯
せ
ん
が
爲
め
に
幕
府
…
が
頻
り
に
志
士
浪
士
を
捕
繕

し
、
多
数
有
無
の
士
を
極
刑
に
擁
し
た
事
は
世
人
を
甚
し

く
憤
激
せ
し
め
、
慕
府
が
反
封
派
の
定
座
に
努
め
た
事
が

却
っ
て
益
幕
府
…
に
樹
す
る
巡
査
を
高
め
る
結
果
こ
な
わ
、

國
内
は
之
よ
り
大
な
る
恐
慌
に
照
る
る
こ
ど
、
な
っ
た
の

で
あ
る
。



　
天
皇
は
大
獄
の
際
に
幕
府
が
妄
り
に
志
士
を
捕
縛
拘
禁

す
る
事
を
聞
し
召
し
て
御
診
念
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
は
固
よ

b
の
事
で
あ
る
が
、
薄
舞
、
廟
堂
に
も
手
を
延
ば
さ
う
こ

す
る
機
子
が
見
え
た
か
ら
甚
し
く
叡
慮
を
情
ま
せ
ら
れ
、

・
密
か
に
薩
藩
な
ざ
の
カ
に
依
っ
て
急
を
救
は
ん
ご
せ
ら
れ

て
十
一
月
九
日
に
左
大
臣
忠
熈
に
左
の
如
き
寝
翰
を
賜
は

つ
た
。

　
鳥
渡
私
存
念
極
内
々
申
試
候
、
宜
敷
御
勘
考
希
入
候
、
別
の
事

　
　
に
て
も
無
之
候
。
實
に
撒
々
差
髄
れ
、
内
部
の
所
置
暴
計
心
痛

　
候
。
何
卒
薩
州
杯
へ
密
々
仕
損
無
襟
被
笠
候
て
、
姦
賊
を
退
治

　
は
成
間
敷
哉
。
段
々
堂
上
へ
手
を
掛
け
候
様
成
候
て
は
、
誠
に

　
　
繁
々
朝
威
蒙
れ
歎
最
大
に
混
胤
候
聞
、
何
卒
御
勘
考
願
入
候
。

　
然
に
叉
電
路
に
て
奪
取
に
相
成
候
混
成
事
に
て
は
、
却
て
招
害

　
候
次
第
故
、
箕
、
．
遜
は
用
心
堅
園
に
て
御
勘
蹉
成
問
書
聖
。
幸
今
度

　
大
雌
蕊
殿
駝
東
行
奴
、
何
卒
親
族
の
大
名
へ
極
密
の
言
簾
成

　
間
積
哉
。
實
此
儘
に
て
は
、
不
容
易
教
第
段
々
嚢
超
深
間
、
何

　
卒
厚
く
御
駕
辮
願
入
電
Q

け
れ
こ
も
其
事
が
捗
々
し
て
行
か
な
か
っ
た
も
の
こ
見
え

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
譲

て
、
翌
年
二
月
十
七
日
に
幕
府
は
途
に
志
士
ご
關
係
が
有

る
昌
ざ
轟
た
青
蓮
院
宮
奪
融
法
親
王
（
後
の
申
川
宮
）
に
謹
愼

を
命
じ
、
次
い
で
鷹
司
政
通
輔
熈
父
子
、
近
衛
忠
熈
、
三

條
再
話
の
四
公
を
も
僻
官
せ
し
め
た
上
、
主
上
に
電
解
の

叡
慮
が
ま
し
ま
し
た
に
拘
ら
す
悉
く
落
飾
を
命
ず
る
に
至

っ
た
。
（
四
月
二
十
二
H
）
此
等
、
三
β
七
日
忠
魂
の
爾
ほ

在
官
中
、
公
に
賜
は
つ
た
震
翰
に

　
昨
日
も
串
入
無
慮
，
段
々
六
ケ
敷
成
候
時
舗
、
各
左
様
に
退
身

　
　
い
た
さ
れ
候
而
は
、
實
に
多
勢
に
無
勢
、
私
扁
人
商
量
緋
捌
實

　
以
難
行
届
、
誠
悪
霊
に
心
配
、
昨
晩
眼
筋
心
配
仕
候
。
除
り
心
配

　
之
儲
り
鞍
敷
事
乍
再
三
申
入
候
、
（
中
略
）
咋
日
も
串
入
候
通
、
尤

　
・
政
事
に
御
掛
…
り
は
わ
る
く
候
へ
北
ハ
、
田
疋
迄
通
り
只
々
入
來
な
れ

　
は
無
子
細
存
候
事
に
候
。
何
卒
私
存
意
愈
公
廣
橋
へ
御
咄
に
て

　
何
卒
獄
門
之
湛
如
元
致
し
候
方
便
は
有
間
敷
事
に
候
や
。
何
れ

　
共
是
迄
通
辞
立
直
之
幽
香
羅
入
好
事
に
候
（
羅
論
家
）

ε
撫
旦
は
せ
ら
れ
て
る
る
。
然
る
に
此
の
御
希
望
が
未
だ
逮

せ
ら
れ
給
は
滋
内
に
叉
も
や
忠
熈
等
は
引
績
き
卑
官
落
飾

を
余
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
此
際
に
於
け
る

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
五
　
（
四
五
）



　
　
　
箪
九
巷
　
研
舞
　
孝
明
天
墨
の
聖
談

町
上
の
御
落
膿
は
果
し
て
如
何
許
り
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
で

あ
ら
う
か
。
文
久
三
年
の
震
翰
二
十
五
箇
條
中
に

　
實
以
無
断
に
無
鐸
之
輩
も
蒙
災
難
、
朕
意
外
屯
所
置
道
義
候
，

　
即
戊
午
年
儀
各
店
欝
之
一
件
に
候
。
實
以
朕
心
中
確
腫
肝
之

　
至
、

　
無
盆
之
疑
掛
、
堂
上
向
も
予
腹
心
S
皆
人
は
兎
角
旧
居
に
相
成
、

　
後
に
は
内
儀
迄
江
も
疑
掛
、
無
実
に
険
深
心
痛
、
不
外
聞
之
儀

　
を
仕
出
し
呉
候
儀
も
有
之
□
に
て
、
誠
に
心
痛
候
、

ご
宣
は
せ
ら
れ
て
る
る
に
依
っ
て
も
、
大
御
心
の
程
拝
察

し
奉
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四

　
此
頃
の
如
き
乱
心
の
不
安
に
し
て
動
妬
の
激
し
い
時
代

に
は
、
得
て
種
々
の
浄
説
の
生
じ
易
く
、
人
心
を
彌
が
上

に
恐
怖
狼
狽
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
外
国
の
事

に
呈
す
る
も
の
は
、
最
も
壁
心
に
強
き
影
響
を
與
へ
た
。

安
政
六
年
ハ
リ
ス
ご
祭
場
條
約
の
談
藩
中
、
彼
は
事
の
容

易
に
進
捗
し
な
い
の
を
憤
り
、
談
判
を
中
止
し
て
廣
束
に

赴
き
、
英
艦
を
誘
ふ
て
今
に
も
浪
華
に
乗
入
れ
京
都
を
劫

第
一
號

四
山
ハ
　
（
　
四
山
ハ
）

か
さ
う
こ
す
る
ビ
の
風
説
が
傳
っ
て
、
廟
堂
の
内
外
を
甚

し
く
脅
か
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
諸
外
國
こ
の
條
約
調
印

後
も
亦
左
の
や
う
な
事
が
傳
は
つ
て
、
世
入
を
少
か
ら
ず

驚
愕
さ
せ
た
。
戯
ハ
れ
は
亜
魯
英
佛
之
四
州
盟
胸
和
解
ε
辮

す
る
も
の
で
、
大
要
を
記
し
て
見
る
と
、
「
我
等
各
國
は
往

年
來
日
本
を
勤
学
た
ら
し
め
や
う
ご
謀
っ
て
居
る
。
頃
年

米
國
が
魁
こ
な
っ
て
先
づ
和
親
を
求
め
次
に
蓮
商
を
請
ふ

た
が
、
最
初
は
容
易
に
承
諾
の
色
が
な
か
っ
た
。
因
っ
て

威
嚇
を
以
て
迫
っ
た
が
、
言
下
に
驚
い
て
之
を
許
し
た
。

誠
に
聞
き
し
に
劣
る
溺
國
で
あ
っ
て
清
國
に
も
及
ば
な
い

智
勇
共
に
三
歳
の
小
兇
を
謀
る
よ
り
も
易
い
事
で
あ
る
。

此
上
の
蓮
謀
成
就
は
近
い
内
に
在
る
Q
我
等
の
希
望
の
如

く
八
港
ロ
に
商
館
を
開
く
時
は
数
里
の
散
歩
極
域
を
許
す

で
あ
ら
う
。
叉
右
は
八
港
以
外
の
地
で
あ
っ
て
も
、
漂
流

ご
云
へ
ば
滞
留
を
許
す
で
あ
ら
う
。
若
し
漂
流
者
が
有
っ

て
も
、
日
本
の
救
助
を
受
け
濾
事
を
各
國
は
誓
約
す
る
。

叉
商
館
附
近
の
農
商
に
耶
蘇
激
素
馨
は
種
々
の
物
質
上
の



利
を
以
て
急
心
を
買
ひ
量
き
、
地
方
、
漂
流
船
は
少
し
許

り
の
風
波
で
も
漂
流
と
聡
し
て
次
第
に
入
港
に
集
め
、
機

を
見
て
此
等
を
蜂
起
せ
し
め
、
大
阪
は
兵
庫
を
一
手
に
し

て
京
都
に
攻
入
れ
ば
、
王
都
を
取
る
事
極
め
て
易
く
、
其

時
江
戸
に
於
て
も
神
奈
川
ご
相
策
癒
し
、
東
西
一
時
に
遡

れ
ば
警
固
の
軍
兵
は
一
聯
も
な
く
敗
走
す
る
で
あ
ら
う
。

下
田
浦
賀
は
東
西
の
遊
軍
で
萬
一
敵
軍
優
勢
な
る
場
合
に

は
加
勢
ご
成
る
。
又
新
潟
の
商
館
は
其
國
の
兵
糧
運
邊
を

差
止
め
た
な
ら
ば
、
江
戸
は
忽
ち
糧
食
の
窮
乏
を
配
す
。

画
館
も
同
憂
に
奥
朋
爾
國
の
兵
糧
を
動
か
さ
し
め
な
い
や

う
に
す
る
。
斯
く
て
日
本
を
濫
発
こ
し
た
上
は
、
下
田
以

東
は
亜
米
利
加
頷
ざ
し
、
下
田
以
西
兵
庫
迄
は
魯
國
領
と

し
、
兵
庫
以
西
は
佛
英
雨
翼
長
と
す
る
事
を
鼓
に
堅
く
盟

約
す
る
」
こ
い
ふ
意
昧
の
も
の
で
あ
る
。
之
は
固
よ
り
虚

櫨
…
に
相
蓮
は
な
い
が
、
當
時
の
人
々
を
恐
怖
さ
せ
た
事
は

並
大
抵
で
な
か
っ
た
ら
う
ご
思
は
れ
る
。
た
ご
ひ
一
部
の

入
は
其
れ
が
虚
説
で
め
る
ご
知
っ
た
と
し
て
も
，
彼
等
外

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
黎
誤

人
を
疑
催
す
る
念
を
堰
し
た
事
は
想
像
す
る
に
難
く
は
な

い
。
斯
か
る
流
言
飛
語
の
生
じ
て
入
3
5
を
誘
惑
せ
し
め
易

い
時
代
で
あ
っ
た
か
ら
、
乳
主
上
の
御
憂
慮
あ
ら
せ
ら
れ
た

事
も
…
ε
入
深
か
つ
だ
の
で
あ
ら
う
Q

　
　
　
　
五

　
安
政
の
大
獄
は
幕
府
の
紫
白
に
反
し
て
却
っ
て
幕
府
に

謝
す
る
世
入
の
反
威
を
高
め
、
盆
幕
威
を
失
墜
せ
し
め
る

結
果
ε
な
り
、
萬
延
元
年
に
は
井
伊
大
老
は
途
に
櫻
田
門

外
に
艶
さ
れ
其
の
後
を
承
け
て
幕
政
に
當
つ
た
老
中
安
藤

信
正
も
皇
妹
和
宮
御
降
嫁
の
際
に
約
し
た
嬢
夷
の
實
蹟
の

暴
が
ら
ぬ
爲
め
、
文
久
二
年
正
月
阪
下
門
外
で
要
撃
さ
れ

る
に
至
っ
た
。
此
等
は
幕
府
に
謝
す
る
世
人
の
反
抗
心
の

偶
ま
爆
狡
し
た
も
の
に
外
な
ら
濾
◎

　
和
宮
御
降
嫁
の
事
は
、
幕
府
が
公
武
を
合
濁
し
て
入
心

を
融
和
し
、
併
せ
て
失
墜
せ
る
幕
威
を
慨
復
せ
ん
ご
し
て

企
て
た
事
で
あ
っ
て
、
是
よ
り
先
宮
は
」
既
に
有
栖
川
帥
宮

ざ
御
婚
約
あ
ら
せ
ら
れ
た
事
ぎ
の
）
、
主
上
も
宮
も
固
よ

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
四
七
　
（
　
四
七
）



　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
孝
明
天
盛
の
黎
談

り
斯
が
る
事
は
好
ま
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
既
の
奏
講

は
｝
旦
却
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
幕
府
は
熱
烈
に
懇
願

し
奉
り
、
且
つ
諸
方
面
に
手
を
廻
は
し
て
極
力
蓮
動
し
た

の
で
あ
る
Q
此
時
幕
府
は
若
し
此
儀
が
叶
は
な
け
れ
ば
恐

れ
多
く
も
主
上
を
遷
し
奉
ら
ん
ご
し
て
密
か
に
態
例
を
調

査
さ
せ
て
る
る
ご
の
風
説
が
傳
は
り
、
其
事
が
何
時
し
か

叡
聞
に
も
達
し
て
、
殊
の
外
御
逆
鱗
遊
ば
さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
が
、
幕
府
の
執
拗
な
る
態
度
に
如
何
こ
も
し
給
ふ
事
・

が
出
締
す
、
途
に
窄
む
を
得
す
之
を
容
れ
さ
せ
ら
れ
、
萬

延
元
年
十
月
勅
許
を
賜
ひ
、
翌
年
十
月
宮
は
御
束
下
あ
ら

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
要
事
に
隠
し
主
上
の
如
何
に
御
憂

慮
ま
し
ま
し
た
か
は
左
の
文
書
に
依
っ
て
窺
ひ
奉
る
事
が

出
塁
る
。

（
上
略
）
旧
領
下
向
に
は
、
於
關
東
天
子
を
奉
配
流
奮
例
を
深
く

穿
馨
仕
候
趣
叡
聞
に
遡
及
、
殊
外
の
御
逆
鱗
に
て
、
左
程
迄
天
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
ヤ

を
門
外
、
夷
を
な
つ
け
候
幕
麿
な
れ
ば
、
如
何
豊
強
政
を
ふ
る
ひ

滴
瓶
難
計
、
其
上
當
地
に
て
は
驕
白
專
陶
策
へ
へ
っ
ら
ひ
禁
庵

　
　
　
　
　
　
　
第
嚇
號
　
　
　
四
入
　
（
　
四
八
）

　
之
勤
仕
を
忘
れ
、
遥
々
所
司
代
を
カ
に
致
し
、
關
東
に
随
從
の

　
義
、
右
脳
役
人
の
中
に
茂
随
從
被
致
居
候
入
も
在
之
、
甚
御
田

　
噺
難
字
爲
成
、
宮
の
御
下
向
の
義
も
、
尤
も
宮
初
よ
り
圭
上
に

　
は
彼
是
ε
御
不
望
の
御
返
答
被
霧
在
候
御
事
な
か
ら
何
分
中
途

　
に
て
御
模
様
か
へ
、
關
東
へ
通
蓬
に
度
々
に
相
成
候
爵
共
に
て
、

　
終
に
御
下
向
も
被
爲
感
動
御
事
、
實
に
可
恐
御
時
節
ご
深
叡
慮

　
を
被
摸
禦
に
て
（
下
略
）
（
鑛
下
家
）

宮
の
御
東
下
の
際
に
は
岩
倉
具
親
、
千
種
有
文
等
が
供
奉

し
た
が
、
天
皇
は
爾
人
を
し
て
幕
府
の
上
配
流
の
風
説
に

つ
い
て
齢
し
く
幕
府
に
推
問
せ
し
め
ら
れ
途
に
將
軍
を
し

て
其
事
の
絶
無
な
る
由
の
誓
書
を
上
ら
せ
ら
れ
た
。

　
薄
商
堅
約
の
調
印
、
戊
午
の
大
獄
、
和
宮
御
降
嫁
の
諸

伜
は
世
入
を
し
て
幕
府
に
樹
す
る
反
戚
を
訳
書
か
ら
・
し
め

電
影
斥
霧
の
思
想
を
儘
激
成
さ
せ
た
が
、
斯
か
る
機
蓮
に

乗
じ
て
、
今
ま
で
永
ら
く
幕
府
の
下
に
屈
服
し
つ
、
あ
っ

た
薩
長
等
の
雄
藩
が
俄
か
に
柱
頭
し
來
）
、
交
々
京
都
に

乗
り
込
ん
で
朝
幕
の
間
に
立
っ
て
周
旋
を
開
始
す
る
に
至



り
、
其
れ
ご
同
時
に
而
て
か
ら
幕
府
に
反
鋤
の
思
想
を
懐

い
て
居
っ
た
諸
國
の
志
士
浪
人
も
態
々
こ
し
て
上
京
し
、

縦
横
に
奔
走
す
る
こ
ご
、
な
っ
た
の
は
頗
る
注
意
す
べ
き

現
象
で
あ
る
。
最
初
長
藩
が
藩
士
を
入
京
さ
せ
て
朝
幕
の

聞
に
周
旋
せ
し
め
よ
う
こ
し
た
の
は
失
敗
に
絡
つ
た
。
次

い
で
薩
藩
が
文
久
元
年
の
暮
に
藩
士
を
上
京
せ
し
め
、
近
．

衛
緑
竹
に
就
い
て
禁
…
閾
守
護
の
爲
め
に
島
津
久
光
が
兵
を

峯
み
て
上
京
す
る
事
、
幕
府
に
勅
し
て
安
政
の
獄
に
罪
せ

ら
れ
た
緒
紳
諸
侯
を
激
免
す
る
事
、
慶
喜
を
後
見
に
、
慶

永
を
大
老
に
任
じ
て
慕
政
を
改
革
せ
し
め
る
至
悪
を
入
麺

せ
し
め
、
撫
育
が
熟
す
る
を
待
っ
て
、
久
光
は
文
久
二
年

四
月
千
除
人
の
兵
を
峯
み
て
入
京
し
、
忠
房
の
邸
を
訪
ふ

て
具
さ
に
所
見
を
閉
駕
し
た
。
其
の
結
果
朝
廷
か
ら
は
勅

使
を
嗣
束
に
涙
遣
さ
れ
る
事
ご
成
っ
た
が
、
幕
府
は
早
く

も
此
事
を
察
し
て
勅
使
の
下
向
に
先
っ
て
青
瀧
二
宮
、
近

衛
…
忠
熈
、
風
面
政
通
等
の
諸
公
並
び
に
徳
川
慶
勝
、
慶
喜

松
李
慶
永
等
を
救
免
す
べ
き
事
を
上
奏
し
た
。
け
れ
ざ
も

　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
畠
の
聖
誠

爾
ほ
幕
政
改
革
の
必
要
が
あ
る
ご
し
て
大
原
重
徳
を
勅
使

に
任
じ
て
瀾
束
に
下
し
、
慶
喜
を
後
見
に
慶
永
を
大
老
に

任
ず
べ
ぎ
旨
を
傳
へ
さ
せ
ら
れ
た
。
之
に
よ
っ
て
幕
府
は

協
議
の
結
果
、
慶
喜
を
後
見
職
に
怨
言
を
政
事
総
裁
に
任

命
し
た
。
朝
廷
が
幕
府
の
重
職
の
任
命
に
干
渉
せ
ら
れ
、

幕
府
が
之
に
屈
撫
し
π
事
は
朝
幕
の
陶
係
が
如
何
に
激
攣

し
て
來
た
か
を
知
る
べ
き
で
あ
る
Q
長
腎
で
は
画
き
の
失

敗
に
鑑
み
て
、
藩
主
毛
利
慶
親
は
其
暫
定
廣
ご
共
に
自
ら

上
京
し
て
周
旋
す
る
事
こ
し
、
久
光
の
露
量
と
引
き
違
へ

て
上
京
し
（
文
久
元
年
七
月
）
、
此
度
は
以
前
の
策
を
抱
棄

し
て
過
激
な
る
擁
夷
論
を
朝
野
に
宣
醸
し
π
。
土
佐
藩
主

山
内
豊
範
も
其
頃
（
文
久
二
年
七
月
）
同
じ
く
上
京
し
て
毛

利
慶
親
と
共
に
尊
王
撰
夷
を
唱
へ
て
威
ん
に
國
事
に
周
旋

し
た
。
　
　
ヤ

　
此
時
に
當
っ
て
、
都
下
に
入
り
込
ん
で
來
た
長
土
始
め

諸
藩
の
志
士
浪
士
は
、
も
は
や
幕
府
を
以
て
敢
て
恐
れ
る

に
足
ら
な
い
も
の
ε
旛
倣
し
、
其
の
行
動
は
次
第
に
露
骨

　
　
　
　
　
　
　
第
一
盤
　
　
　
四
九
　
（
四
九
）



　
　
　
第
九
巻
　
研
究
　
孝
明
來
皇
の
聖
譲

・
激
越
こ
な
り
、
極
端
な
る
痩
夷
論
を
主
張
し
て
途
に
は
所

在
に
暴
行
を
働
き
、
個
物
の
下
に
腱
風
血
煙
の
惨
事
を
生

せ
し
め
て
漁
る
所
が
な
か
っ
た
。
（
文
久
二
年
七
月
以
後
）

彼
等
は
憂
欝
出
講
慷
慨
の
士
で
は
あ
っ
た
が
、
唯
だ
熟
情

に
腿
ら
れ
、
雑
言
の
送
る
に
任
せ
て
青
墨
に
幽
で
た
も
の

で
あ
っ
て
、
た
ε
ひ
斯
か
る
矯
激
な
る
一
類
に
厩
し
な
い

者
で
あ
っ
て
も
、
其
の
所
論
は
甚
し
く
底
面
に
亙
b
、
多
少

時
代
の
大
局
に
盲
目
的
が
あ
っ
た
こ
の
誹
り
を
免
れ
る
事

が
鵠
愚
な
い
。
而
し
て
彼
等
の
図
葉
に
主
張
し
た
襲
爵
論

に
は
、
其
の
裏
面
に
討
幕
論
を
潜
め
て
居
っ
た
事
は
明
白

な
る
事
實
で
あ
っ
た
。
此
等
は
長
藩
の
士
が
大
部
分
を
占

め
、
堂
上
で
は
三
條
西
季
知
、
三
條
實
美
等
が
之
ε
氣
脈
を

通
じ
、
彼
等
糎
端
な
る
一
難
の
爲
め
に
廟
議
は
左
右
さ
れ

で
、
逮
に
文
久
三
年
四
月
十
一
日
を
期
し
て
主
上
は
男
山

に
行
幸
め
つ
て
親
し
く
撰
夷
を
所
益
し
給
ひ
、
趾
前
に
於
“

．
て
將
軍
に
擁
夷
の
節
刀
を
賎
は
る
事
ご
成
っ
た
の
で
あ
る

け
れ
こ
も
斎
日
に
至
っ
て
、
將
軍
は
病
ご
硲
し
て
供
奉
を

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
〇
　
（
　
五
〇
）

僻
退
し
、
其
の
代
理
を
勤
め
た
後
見
職
慶
喜
も
中
途
に
て

故
障
の
由
を
隣
し
霞
た
か
ら
、
此
臼
は
行
幸
に
は
成
っ
た

け
れ
ざ
も
途
に
飾
罫
授
輿
の
御
儀
無
く
し
て
思
3
8
幸
あ
ら
せ

ら
れ
た
Q
主
上
は
極
端
派
の
計
叢
が
次
第
に
過
激
無
謀
に

隔
っ
て
行
く
の
を
甚
し
く
御
歎
き
遊
ば
さ
れ
、
折
し
も
鶴

國
中
の
島
津
久
光
を
再
び
召
登
せ
て
其
の
カ
に
依
っ
て
彼

等
を
制
せ
ん
も
の
ご
思
忍
さ
れ
た
。
過
激
派
は
其
事
を
漏

れ
聞
い
て
大
に
驚
き
、
出
費
理
髪
に
迫
っ
て
百
方
其
の
召

喚
を
阻
止
し
や
う
ご
圖
つ
た
帰
關
自
等
も
彼
等
に
抗
す
る

事
が
出
家
す
已
む
を
得
す
其
れ
に
從
は
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
が
圭
上
は
之
に
依
っ
て
大
に
逆
鱗
ま
し
ま
し
、
關
白
鷹

司
輔
導
以
下
の
公
卿
を
詰
責
し
給
ひ
「
毎
々
朕
が
串
出
候

儀
を
押
返
候
黒
帯
恩
給
言
黒
汗
ご
串
し
て
一
度
出
て
容
易

に
不
可
返
者
な
る
を
右
等
毎
度
違
却
に
及
び
申
候
は
、
其

方
共
不
府
屈
ご
業
者
也
、
以
外
な
る
儀
に
候
、
若
此
以
後

た
や
す
く
勅
を
返
す
に
於
て
は
、
朕
に
於
て
も
位
を
す
べ

る
間
、
關
彗
星
に
其
方
共
も
僻
職
　
餅
表
致
候
畳
悟
可
有
之



，
候
」
こ
の
激
越
な
る
勅
謎
を
降
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
其
後

入
月
十
三
日
に
至
っ
て
、
過
激
涙
に
よ
っ
て
又
も
天
皇
大

和
に
行
幸
ま
し
ま
し
、
帥
式
天
皇
山
陵
、
春
日
紳
魁
等
を

御
入
笄
の
後
、
実
害
親
征
の
軍
議
あ
ら
せ
ら
る
べ
き
旨
の

御
沙
汰
が
潤
せ
ら
れ
た
。
斯
く
の
如
く
彼
等
の
計
書
す
る

所
は
日
一
日
ご
激
し
く
成
り
行
き
て
、
若
し
此
儘
に
推
移

せ
ば
、
彼
等
の
爲
め
に
如
何
な
る
事
業
を
惹
醸
す
べ
き
か

測
り
知
り
難
い
危
機
に
迫
っ
て
來
π
か
ら
、
中
川
宮
、
近

衛
…
忠
熈
璽
寸
は
密
か
に
謀
る
が
薄
め
つ
て
、
八
月
十
七
日
暮

夜
爾
入
は
急
遽
塗
嘱
し
て
御
前
に
煮
て
何
事
を
か
伏
奏
し

た
。
斯
く
て
翌
十
八
日
に
至
っ
て
突
然
大
和
行
幸
延
引
の

御
二
一
は
嘱
せ
ら
れ
、
長
田
の
宮
…
門
守
護
を
解
い
て
會
津

・
薩
摩
、
淀
の
旧
藩
を
し
て
之
に
代
ら
せ
、
召
命
無
き
者
は

湾
入
ビ
錐
も
一
切
宮
門
内
に
入
る
事
を
禁
ぜ
ら
れ
、
極
端

派
の
公
卿
等
は
此
日
を
期
し
て
悉
く
廟
堂
か
ら
驕
逐
さ
れ

て
舞
っ
た
。
所
謂
八
月
十
入
日
の
政
墾
ご
繕
せ
ら
れ
る
も

の
は
之
で
あ
る
。

　
　
　
第
九
巻
　

研
究
　
孝
明
天
皇
の
聖
謹

　
　
　
　
六

　
藁
筆
墾
以
前
の
極
端
派
の
行
動
は
實
に
無
謀
を
極
め
た

も
の
で
あ
っ
て
、
叡
慮
を
矯
め
て
ま
で
も
自
説
を
途
行
せ

ん
ご
す
る
專
横
の
振
舞
に
調
し
て
主
上
は
甚
し
く
逆
鱗
あ

ら
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
政
墾
の
際
の
御
沙
汰
書
に
は

　
夷
倉
皇
親
征
の
儀
、
未
だ
御
機
會
に
無
爵
叡
慮
候
庭
、
矯
震
衷

　
御
沙
汰
の
趣
、
施
行
に
相
成
候
段
、
全
思
召
に
不
被
爲
在
候
。

ご
見
え
て
居
り
、
又
男
山
行
幸
後
、
間
も
な
く
四
月
二
十

三
日
に
中
川
宮
に
賜
は
つ
た
哀
翰
に
も

　
乱
塾
快
霧
薄
暑
催
眠
腿
、
倍
ヒ
ミ
ミ
ヒ
≧
拐
者
（
中
略
）
如
隷
御

　
申
一
肚
参
モ
先
々
無
異
二
相
濟
重
々
以
安
心
候
、
實
二
深
紳
助
之

　
慮
誠
二
錫
奉
謝
工
無
限
事
二
折
、
費
ハ
過
日
旧
封
ニ
テ
密
≧
申

　
三
三
後
、
段
々
ト
心
痛
之
廉
相
塘
候
、
余
持
病
之
眩
郵
相
畿
、

　
　
　
　
マ
カ

　
十
日
之
云
逓
モ
遠
路
之
乗
輿
重
大
之
義
勤
難
、
大
心
痛
二
邸
、

　
臨
期
延
引
之
義
、
十
日
朝
㎞
關
白
一
云
々
ツ
留
遡
三
三
、
於
關
白
モ
尤

　
ニ
ハ
唾
罵
云
≧
ニ
テ
ヒ
≧
嚢
言
成
カ
タ
ク
候
問
、

　
叡
慮
決
云
々
取
出
様
返
事
候
間
、
三
唱
ト
颪
會
、
帥
押
而
逢
候

　
慮
、
同
襟
關
自
二
承
候
由
二
而
、
四
病
虚
病
尋
候
而
．
不
承
知

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
｝
　
（
　
五
一
）



　
　
第
九
巷
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究
　
　
孝
明
天
塁
の
聖
膜

之
様
子
乍
、
御
蓮
例
御
決
定
ナ
ク
特
急
事
故
、
其
後
決
定
面
繋

音
禦
購
…
役
へ
龍
加
血
濁
候
隔
拠
、
ん
慧
岬
山
艇
…
返
宙
世
部
滋
へ
、
聞
剛
白
入
ホ
小
二
賄
…

面
倉
日
｝
揚
々
話
ム
ロ
候
庭
へ
、
滲
政
国
戯
事
火
可
人
ト
・
ニ
ム
々
二
赫
、
御
脚
蓮

例
タ
リ
共
、
是
非
行
幸
有
二
様
，
全
虚
病
云
々
少
允
二
召
寄
、

尋
御
留
出
ヌ
ヤ
ゥ
申
聞
云
々
之
、
此
上
ハ
云
ミ
御
内
義
へ
踏
込

其
上
共
無
承
引
ハ
、
直
こ
ソ
レ
カ
シ
鳳
難
へ
入
ル
・
ヤ
ノ
ト
、

ク
シ
カ
ラ
ン
大
強
勢
之
由
恐
々
入
候
へ
共
、
此
上
ハ
御
決
心
次

第
致
・
万
ナ
ク
ト
關
白
モ
大
二
心
痛
之
次
第
二
候
、
其
大
騒
ノ
用

濟
候
後
、
瓦
役
返
事
二
而
、
何
卒
御
所
勢
押
而
行
幸
有
是
候

滞撚

g
ノ
ヌ
ラ
ク
ラ
汲
一
「
事
二
候
、
甘
蓉
放
誠
二
心
痛
乍
、
十
一
日

行
土
半
候
麗
、
歪
紳
助
ニ
メ
ノ
、
少
々
ラ
畠
蓮
レ
志
ハ
候
へ
菰
ハ
、
予
始

下
々
無
異
二
旭
町
候
而
、
三
二
安
心
之
事
二
候
、
實
二
是
斗
二

不
隈
，
血
氣
之
堂
上
此
儘
ニ
チ
ハ
旧
事
二
只
々
我
三
三
候
而
、

予
關
自
失
樺
三
役
ハ
云
々
支
≧
≧
堂
上
二
次
第
二
翻
成
、
朝
廷

云
々
付
此
上
云
ヒ
3
右
之
次
第
荒
々
乍
、
御
話
申
入
候
、
何
卒

此
上
ハ
一
廉
之
御
月
雪
二
蒲
、
審
＝
薩
州
ヲ
招
寄
、
予
始
三
郎

ト
一
激
二
面
…
、
暴
論
之
堂
上
キ
ト
目
ノ
ア
キ
玉
壷
イ
タ
サ
ネ
ハ

沖
～
モ
ト
モ
ナ
ラ
ス
、
満
々
夜
々
心
配
候
、
何
分
勢
政
國
事
三
人

云
ミ
云
≧
止
二
相
成
候
而
、
一
廉
改
革
二
不
成
丈
而
者
、
迎
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
隼
　
】
號
　
　
　
五
ニ
　
ハ
　
五
二
）

　
　
畳
々
國
胤
之
基
ヒ
候
、
何
卒
此
邊
得
ト
御
密
計
有
是
度
、
内
々

　
焦
愈
呂
山
漣
由
、
λ
候
闇
四
、
決
而
…
不
霊
燃
鳳
策
ラ
帷
幕
之
内
ニ
メ
ク
ラ
シ

　
成
功
ラ
千
里
之
外
二
御
身
シ
頼
置
候
、
余
り
心
配
之
余
、
叉
々

　
串
マ
人
候
、
藷
伏
一
頭
照
嗣
白
旗
ヘ
モ
誰
ヘ
モ
先
蝦
蝋
御
沙
汰
紹
根
入
候
事
、
止
ん

　
は
荒
御
話
申
入
候
也
（
近
衛
公
爵
家
舜
藏
丈
書
、
哀
鵯
爲
）

　
　
四
月
二
十
ご
…
日

ご
宣
は
せ
ら
れ
て
あ
っ
て
、
此
等
を
拝
し
て
も
、
如
何
に

彼
等
の
我
儘
で
あ
っ
て
、
從
っ
て
其
れ
に
劃
し
て
主
上
の

酒
毒
に
御
深
憂
あ
ら
せ
ら
れ
た
か
や
窺
ひ
奉
ら
れ
て
恐
多

い
次
第
で
あ
る
。

　
抑
入
月
ナ
入
日
の
政
愛
が
何
人
に
よ
っ
て
企
て
ら
れ
た

か
ご
い
ふ
事
は
壮
時
よ
り
し
て
既
に
種
々
の
風
説
が
有
っ

て
、
、
或
は
ヂ
宮
で
あ
る
ご
も
い
ひ
、
或
は
會
藩
又
は
右
府

以
下
の
所
作
で
あ
る
ご
も
云
は
れ
て
る
た
が
、
實
は
其
れ

等
の
獲
意
で
は
無
く
、
全
く
主
上
の
震
衷
よ
り
出
で
給
ふ

た
事
で
あ
っ
た
。
其
事
は
五
箇
條
震
翰
に

　
　
唱
、
十
八
日
一
件
掃
撰
改
革
者
、
眞
實
演
腹
案
之
事
二
候
塵
、

　
不
取
留
事
乍
、
非
十
一
之
叡
慮
、
ヂ
兀
子
男
子
者
右
府
巳
下
之



　
所
作
之
楼
風
読
候
力
風
訟
敏
無
頓
着
之
事
乍
、
又
々
疑
念
登
言

　
　
・
舞
芝
怪
我
人
論
藻
心
痛
駿
、
累
鑛
灘
磐

　
府
以
下
令
廻
遊
静
事
二
恥

ε
蓮
べ
さ
せ
ら
れ
て
居
り
さ
て
は

　
其
後
追
日
時
勢
モ
種
々
様
々
卜
相
替
静
後
、
過
激
冠
辞
湖
鎚
静

　
是
モ
元
ハ
忠
識
乍
、
浪
士
暴
論
之
叢
こ
溺
惑
輪
ヨ
リ
前
後
不
舞

　
予
存
意
矯
履
候
二
祁
成
、
忠
憂
不
忠
之
勤
仕
、
謹
白
モ
失
模
、

　
膿
座
前
ト
退
語
ト
全
相
違
、
考
二
爾
筈
二
相
似
、
重
職
不
相
鷹
．

　
之
件
々
モ
有
之
肺
、
跳
瞳
…
寒
路
誰
隅
一
モ
ロ
ハ
々
畔
官
バ
ラ
見
ノ
勤
へ
方
深

　
心
痛
不
容
易
い
、
是
ト
云
モ
、
険
愚
昧
ヨ
リ
祈
起
，
悲
歎
不
過

　
之
砕
、
依
嘱
爾
ヂ
宮
者
從
來
股
肱
虫
唾
枝
故
、
内
密
申
談
、
會

　
藩
ラ
頼
、
紐
二
八
月
十
八
日
之
一
件
ユ
相
成
、
深
喜
椀
之
事
二

　
怖
、

ご
宣
は
せ
ら
れ
て
る
る
事
に
依
っ
て
窺
ひ
奉
ら
れ
る
の
で

あ
る
ρ

　
此
の
政
愛
後
問
も
な
く
サ
宮
、
前
關
白
物
煕
、
右
大
臣

齋
敬
に
宛
て
＼
左
の
如
き
農
翰
を
賜
っ
た
。

　
元
來
擾
夷
三
皇
國
之
一
大
重
事
、
何
共
苦
心
難
謡
い
、
乍
ま
三

　
　
　
第
九
巷
　
研
究
　
孝
明
天
畠
の
密
護

條
初
慕
八
暴
）
烈
之
所
論
、
深
痛
心
之
次
第
、
聯
族
之
了
簡
不
探

用
、
其
上
言
上
モ
無
、
浪
士
昏
睡
串
合
セ
、
勝
手
次
箆
之
厨
置
多

端
、
表
二
者
朝
威
ヲ
湘
立
轟
杯
ト
串
静
臥
共
、
直
覧
謄
之
趣
意
不

粗
立
、
誠
我
儘
下
ヨ
リ
翫
ル
叡
慮
而
巳
、
聯
狭
之
存
意
不
貫
徹

蟹
≧
取
…
退
ケ
度
撲
、
余
々
各
へ
申
鋭
匙
怖
虚
、
去
ル
十
八
日
二

至
リ
、
望
通
リ
ニ
可
直
江
取
退
ケ
、
深
ク
悦
窺
い
事
二
砕
、
解

官
位
些
事
急
速
取
計
協
襟
．
過
日
♂
度
々
由
聞
砕
慮
、
漸
承
知

致
緊
結
焼
之
事
二
二
、
重
々
不
埼
國
賊
之
三
條
影
取
退
、
實
≧

爲
國
射
幸
～
鵬
、
n
遮
ト
心
ハ
除
肌
之
漁
號
尽
煽
…
立
砕
事
ト
深
麟
備
入
怖
事
、

利
煮
乾
浪
之
一
件
モ
不
容
易
事
、
右
郭
何
蓬
モ
追
討
申
付
峰
、

速
二
下
知
在
監
二
様
、
浮
浪
モ
眞
實
之
験
意
テ
祁
立
怖
ヘ
ハ
、

依
績
ニ
モ
存
砕
得
共
、
三
條
初
暴
（
暴
）
烈
二
随
從
、
實
二
可
圖
討

者
二
候
、
早
避
追
討
三
襟
、
分
而
～
、
三
三
、
長
州
父
子
ハ
温

純
之
人
な
か
ら
、
藩
士
…
恭
（
暴
）
烈
影
敷
、
右
ハ
巌
重
二
聞
討
度
事

二
砕
、
各
精
勤
頼
入
砕
、
是
迄
度
々
慕
（
暴
）
弓
取
退
グ
度
段
、

久
胴
へ
申
撒
剛
静
得
蔽
ハ
、
需
即
不
応
、
深
験
身
二
迫
リ
、
難
澁
ナ
～
所
、

今
臼
之
姿
二
相
成
、
安
心
之
事
二
輪
、
講
説
召
砕
諸
藩
上
京
之

上
、
険
之
趣
意
貰
適
所
入
物
、
兎
角
末
之
見
住
無
慕
（
暴
）
烈
二

冠
者
、
後
患
可
有
之
、
深
ク
心
配
事
・
｝
砕
也
、

　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
三
　
（
　
五
三
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
譲

　
　
　
右
　
大
　
臣

　
　
　
ヂ
　
　
　
宮

　
　
　
前
關
白
　
　
　
　
（
鷹
紅
熱
欝
家
）

豫
て
よ
デ
9
の
御
希
望
が
達
せ
ら
れ
御
満
悦
の
御
模
様
が
舞

せ
ら
れ
る
ε
共
に
、
國
事
に
甥
し
て
如
何
に
大
御
心
を
痛

ま
せ
ら
れ
た
か
や
窺
ひ
奉
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
政
憂
後
家
藩
は
京
都
を
退
い
て
蹄
瞬
し
、
三
條
實
美
以

下
七
卿
は
彼
等
と
共
に
長
州
に
脱
走
す
る
に
三
つ
π
が
、

彼
等
は
決
し
て
其
儘
に
止
む
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
必
ず

や
機
を
見
て
政
擢
回
復
の
睾
に
出
で
る
に
相
蓮
な
く
、
既

に
其
爲
め
種
々
の
策
賂
を
廻
ら
し
て
み
る
ε
の
風
聞
も
有
、

つ
た
か
ら
、
主
上
は
彼
等
及
び
其
一
蕨
…
に
封
し
て
種
々
細
…

心
の
御
注
意
を
梯
は
せ
ら
れ
た
。
其
事
に
就
て
は
二
十
五

箇
條
笈
翰
に
次
の
や
う
に
夕
べ
さ
せ
ら
れ
て
る
お
。

　
　
一
、
去
八
月
十
六
鷺
脱
走
之
實
美
以
下
七
入
ハ
實
以
暴
激
私
婚

　
己
之
入
罷
從
來
苦
心
砕
虚
、
既
二
脆
走
後
モ
種
々
之
姦
策
ラ
廻

　
實
以
害
導
況
得
共
、
急
度
嚴
重
之
所
置
二
言
度
存
砕
、
依
之

　
　
　
　
　
　
第
　
一
號
　
　
　
　
五
四
　
（
　
五
四
）

先
館
洛
致
サ
セ
砕
上
、
嚴
重
二
後
便
二
不
成
襟
之
手
段
内
談
依

韻
怖
。
何
分
此
姿
二
而
ハ
實
々
爲
方
不
宜
ト
内
心
心
配
泌
。
何

分
大
鵬
之
輩
座
下
重
ニ
ナ
ク
テ
八
如
何
ト
深
存
砕
。
復
職
ナ
ト

之
沙
汰
モ
右
一
之
哉
乍
・
、
決
い
朋
砂
間
悶
敷
怖
間
、
…
猶
配
管
日
疋
叉
紹
幌
入

口
事
。

嚇
、
元
同
輩
二
而
不
脆
走
之
輩
者
、
當
時
差
控
、
他
入
乱
民
止
申

村
有
之
碕
。
評
者
不
脱
走
丈
輕
鐸
乍
、
何
等
之
密
計
モ
難
計
心

晶
痛
砕
。
右
回
三
口
其
方
智
略
鳳
而
、
鱈
嬉
池
之
厭
巾
仔
令
改
・
心
様
論
㎜

得
ハ
絹
成
問
敷
哉
。
但
十
二
八
九
窺
ハ
六
ヶ
敷
哉
共
存
砕
。
右

幽
來
怖
得
三
重
三
。
左
ナ
ク
ハ
…
朕
眞
實
三
三
ハ
三
三
一
寸
発
、

嚴
重
に
一
三
之
様
ト
一
二
。
天
下
一
鎖
一
三
子
育
旧
事
、
一
入

二
術
モ
刑
罪
ハ
不
好
。
勾
引
而
改
心
ナ
ク
ハ
一
人
ニ
チ
モ
無
難

之
、
標
ト
存
砕
四
二
、
宥
寛
過
藤
颪
ハ
、
愚
計
三
眠
二
四
成
心
配

砕
。
猶
勘
違
一
度
景
。
豫
楚
麩
諾
意
警
霧

…
、
正
親
町
少
鷺
甑
側
｝
小
謄
腕
か
疋
静
へ
血
ハ
、
何
分
由
豊
田
家
之
㎜
胤
…
ド
ウ

モ
入
質
不
宜
砕
。
晦
岡
時
叢
控
申
付
親
三
塁
へ
北
ハ
、
加
州
毛
湘
利
秀
才
何

等
意
義
何
時
仕
出
モ
座
下
肺
。
右
者
深
醗
存
慮
有
之
砕
開
唱
正

親
冊
ヨ
リ
酢
表
解
官
位
除
席
二
相
諾
い
様
、
右
様
次
第
二
相
成



　
運
上
者
、
叉
何
等
之
事
導
電
モ
修
論
砕
間
、
實
血
中
山
家
工
而

　
堅
固
跳
躍
農
湛
然
驚
怖
。
右
之
義
何
卒
蓮
熟
考
静
劇
、
大
納
需

　
　
へ
急
度
論
得
有
之
度
砕
。
右
存
意
二
砕
ハ
・
申
課
頼
置
砕
也
。

　
天
皇
は
極
端
な
る
擾
夷
論
を
唱
へ
る
者
の
中
に
、
堂
上

家
が
交
り
、
五
ハ
に
謀
を
通
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
全

く
諸
有
志
津
浪
の
輩
の
渤
説
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

取
締
を
簾
重
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
ε
の
御
思
召
で
、
堂
上
家

並
に
地
下
官
人
等
に
賭
し
て
武
士
を
其
家
に
出
入
さ
せ
る

に
は
、
よ
く
其
の
入
膿
を
撰
び
、
奔
り
に
交
普
し
な
い
や

う
に
ビ
命
せ
し
め
ら
れ
、
厨
藩
に
封
し
て
も
、
津
浪
人
取

締
の
事
を
巖
…
重
に
布
告
す
る
や
う
に
御
壁
附
け
に
な
っ
た

の
で
あ
る
。
（
引
回
）

　
然
ら
ば
捜
夷
ご
い
ふ
事
に
封
し
て
、
主
上
は
如
何
な
る

叡
慮
で
有
ら
せ
ら
れ
た
か
ご
い
ふ
に
、
藁
筆
は
往
々
誤
り

傳
へ
ら
れ
て
居
る
。
帥
ち
彼
の
長
州
一
尉
の
過
激
な
る
擾

夷
策
が
全
く
叡
慮
の
存
す
る
所
に
從
っ
て
講
…
せ
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
ε
云
は
れ
た
事
で
あ
る
。
併
し
其
れ
は
甚
し
い

　
　
　
第
九
巷
　
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
護

誤
解
で
あ
る
事
は
既
に
述
べ
た
所
に
よ
っ
て
も
充
分
に
知

ら
れ
る
の
が
、
更
に
二
十
五
箇
條
震
翰
に
は
其
れ
に
就
い

て
次
の
や
う
に
述
べ
さ
せ
ら
れ
て
る
る

　
　
画
、
擾
夷
之
一
件

　
お
者
今
更
無
申
迄
茂
、
脳
裡
明
紳
州
不
為
磯
、
皇
國
之
輝
照
永

　
代
無
鑛
、
萬
民
快
樂
已
存
意
砕
ヨ
リ
、
從
來
撒
墨
壷
臨
恥
得
共

　
創
分
年
久
之
治
世
武
備
不
充
塞
陰
癬
者
、
無
理
之
載
雫
二
期
威

　
眞
實
皇
鱒
之
爲
共
不
語
存
、
王
春
以
來
之
次
第
二
漁
者
、
無
法

　
之
所
置
ト
ハ
存
砕
得
共
、
多
勢
二
無
勢
、
其
上
如
験
愚
昧
鈍
言

　
沖
噛
茂
巾
子
セ
協
無
力
、
秩
．
然
二
附
合
恥
者
、
朕
扁
虻
之
不
行
届

　
　
己
無
他
事
協
。

ビ
仰
せ
ら
れ
て
み
る
の
を
拝
す
る
ご
、
天
皇
に
は
外
夷
の

退
去
せ
ん
事
を
ば
、
始
終
望
ま
せ
ら
れ
て
居
た
け
れ
さ
も

さ
り
ご
て
其
の
爲
め
に
武
備
の
充
實
し
な
い
の
に
無
理
の

戦
璽
を
徴
す
の
は
終
雪
皇
國
の
爲
ε
も
思
は
れ
な
い
ご
思
．

召
し
て
過
激
な
る
擁
夷
を
好
ま
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
併
し
乍
ら
横
暴
な
る
彼
等
の
静
め
に
抑
指
せ
ら
れ
給
’

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　

玉
五
（
五
五
）



　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
畠
の
攣
漢

ひ
て
無
法
の
研
置
ご
愚
召
な
が
ら
巳
む
を
得
す
彼
等
に
從

は
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
當
時
王
政
復
古
ε
嗣
束
委
任
芝
藏
…
説
が
有
っ
て
、
急
進

派
は
前
者
を
主
張
し
て
種
々
蓮
歩
し
た
が
、
塗
王
は
又
之

を
好
ま
せ
ら
れ
す
し
て
．
寧
ろ
愛
東
御
委
任
の
御
意
思
で

あ
ら
せ
ら
れ
た
Q
　
二
十
五
箇
條
…
雲
上
に
は
笠
ハ
事
を

　
　
一
、
聖
書
へ
委
任
王
政
復
古
之
爾
読
有
之
，
是
モ
暴
論
之
蛮
復

　
，
蒼
難
解
張
、
種
々
蓮
計
略
肪
へ
共
、
於
験
者
不
好
、
初
動
ヨ
リ
不

　
承
知
養
親
静
。
過
臼
決
心
串
寸
陰
通
、
何
レ
こ
茂
大
樹
へ
委
任

　
み
4
所
存
二
砕
0
此
義
者
止
ル
蓬
｝
㎜
大
樹
ヘ
モ
直
二
由
丁
〕
波
、
　
一
縞
欝
工

　
モ
直
話
二
身
、
今
更
替
上
船
無
之
、
何
虚
迄
モ
．
公
武
手
ラ
引
、

　
．
瀦
熟
之
治
國
二
千
度
静
。
右
之
義
深
心
得
貰
度
恥
事
。

ご
宣
は
せ
ら
れ
て
る
る
。
其
れ
は
今
、
内
外
多
事
の
際
で

あ
っ
て
、
託
上
急
激
な
る
政
攣
を
見
る
に
至
っ
て
は
盆
國

内
を
紛
擾
せ
し
め
て
外
夷
に
乗
せ
珠
、
れ
る
虞
が
あ
る
か
ら

亀
鑑
は
此
儘
甚
し
き
墾
革
を
爲
さ
す
、
他
日
適
當
な
る
時

期
に
至
っ
て
復
古
せ
し
め
て
も
置
く
は
な
い
ご
の
叡
慮
で

　
　
　
　
　
　
　
駕
～
　
一
　
雑
酬
　
　
　
　
五
山
ハ
　
（
五
六
）

あ
ら
せ
ら
れ
た
も
の
ご
笄
察
す
る
。
併
し
な
が
ら
諸
政
御

委
任
ご
は
云
へ
、
國
家
の
大
政
大
儀
は
必
ず
奏
聞
を
途
げ

て
後
に
執
行
す
べ
き
事
を
命
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
淡

し
て
萬
事
に
就
い
て
幕
府
の
専
断
を
御
許
し
に
な
っ
た
の

で
は
な
か
っ
た
（
元
治
元
四
二
十
御
沙
汰
書
）
。
斯
く
の
如

く
擾
夷
論
に
然
し
て
も
、
王
政
復
右
説
に
窪
し
て
も
、
共

に
決
し
て
憲
目
的
の
極
端
論
に
迷
は
せ
ら
れ
す
、
何
れ
に

寵
し
て
も
至
極
穗
當
に
し
て
理
智
的
の
御
見
解
を
有
せ
ら

れ
た
の
は
誠
に
奪
ぷ
べ
き
聖
天
子
の
御
器
量
を
具
へ
さ
せ

ら
泥
も
の
ビ
欽
仰
b
奉
る
の
で
あ
る
Q

　
天
皇
が
腹
心
の
臣
こ
し
て
常
に
最
も
御
信
任
あ
ら
せ
ら

れ
た
の
は
中
川
宮
ご
近
衛
忠
熈
で
あ
っ
て
、
中
川
宮
は
殊

に
御
近
親
の
御
間
柄
こ
て
深
く
御
，
依
頼
遊
ば
さ
れ
た
。
・
文

久
三
年
十
二
月
頃
宮
に
曝
し
て
兎
角
の
風
評
が
逸
っ
て
、

三
碧
橋
畔
其
他
に
張
紙
を
以
て
、
宮
は
會
津
ビ
共
に
陰
謀

を
企
て
、
天
皇
を
脱
咀
、
し
奉
る
犬
逆
賊
で
あ
る
な
ざ
、
掲
，

示
し
た
者
が
有
っ
た
が
、
主
上
は
其
れ
等
に
封
し
て
少
し



も
御
疑
惑
あ
ら
せ
ら
れ
す
、
御
信
任
の
度
の
少
し
も
喩
ら

せ
ら
れ
な
か
っ
た
事
は
左
の
震
翰
を
黒
し
て
も
明
に
窺
ひ

奉
る
事
が
出
国
る
。

　
別
紙
愚
服
例
之
打
明
申
入
恥
、
抑
昨
鱗
御
面
會
之
醐
、
韓
程
申

　
度
協
得
共
、
妙
々
列
鰹
之
義
、
＋
分
重
三
申
撫
静
間
、
漸
牟

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ノ
マ
の

　
口
紅
耳
元
寄
申
入
、
寓
、
否
之
義
無
御
三
ト
芽
鮒
成
二
及
御
別
恥

　
…
…
…
…
先
昨
日
熱
雲
塵
二
而
考
、
ヂ
宮
司
何
力
三
三
有
之
一

　
件
、
實
者
於
此
方
モ
何
λ
耳
肺
事
モ
肺
得
共
、
強
而
不
二
鐵
者

　
堂
膿
不
頓
着
、
郎
右
様
之
義
モ
種
々
申
鰯
砕
ハ
、
2
0
長
州
ヲ
根

　
本
ト
メ
、
右
長
州
二
附
腸
之
輩
串
翫
、
人
氣
ヲ
迷
シ
、
終
二
者

　
予
旧
臣
ラ
モ
ク
ツ
ヵ
ヘ
ス
手
撲
ト
存
瞥
、
是
力
印
暴
三
共
八
月

　
十
八
臼
之
一
條
ラ
俗
ニ
ヒ
ク
リ
カ
ヘ
シ
、
処
ロ
之
一
二
再
生
之
手
段

　
右
手
廻
シ
三
廻
シ
碕
策
略
二
肺
聞
、
左
様
得
者
三
三
之
離
策
敬

　
　
一
図
無
頓
着
、
彊
而
一
言
迄
モ
無
之
打
捨
砕
、
先
叉
左
程
迄
E

・
細
事
嚢
モ
不
承
恥
事
、
北
野
之
張
紙
ト
窺
書
者
入
耳
砕
得
共
、

　
千
官
佃
モ
不
手
入
月
間
、
何
共
書
分
恥
得
共
何
分
ヂ
宮
胆
後
三
等

　
手
ラ
組
、
何
力
（
於
）
於
石
清
永
誰
ト
串
僧
ラ
ヵ
タ
ラ
ヒ
呪
甜
有

　
之
砕
由
、
叉
ヂ
宮
予
位
ラ
取
（
此
間
映
字
）
候
・
矯
之
義
風
説
二
承
候

　
　
　
第
九
巷
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
畠
の
鞭
護

　
得
共
、
例
年
風
説
即
戊
午
年
拓
、
有
之
義
、
其
時
ス
ラ
於
予
ハ
唱

　
游
観
頓
着
、
更
別
而
當
説
去
八
月
十
八
日
之
一
條
ハ
、
全
予
憂
．

　
愚
携
候
者
會
津
周
旋
ト
ハ
乍
申
、
頓
卜
元
ハ
其
宮
之
御
周
旋
事

　
二
候
、
…
…
…
…
於
ヂ
宮
予
腹
ハ
十
分
三
見
ヌ
キ
、
於
予
モ
ヂ

　
宮
之
心
底
ハ
ミ
ヌ
キ
候
ッ
モ
リ
、
眞
定
ノ
蓮
枝
ト
存
候
二
、
左

　
襟
回
姦
策
カ
マ
一
合
候
テ
ハ
，
一
二
大
慶
故
，
決
シ
テ
疑
心
無

　
之
、
不
相
攣
附
合
有
之
度
旧
事
…
…
…
…
L
十
二
月
三
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
術
公
一
欝
家
瞬
藏
丈
書
二
二
篇
）

之
に
依
っ
て
も
天
皇
の
御
襟
度
の
如
何
に
膓
潤
で
あ
っ
て

御
違
格
の
如
何
に
偉
大
に
ま
し
ま
し
た
か
“
充
分
に
舞
さ

れ
ゐ
◎

　
次
に
近
衡
忠
熈
に
淫
し
て
は
御
信
頼
の
度
、
他
の
諸
公

ご
異
）
、
事
毎
に
親
し
く
震
翰
を
賜
は
つ
て
御
下
問
あ
ら

せ
ら
れ
、
若
し
く
は
御
諮
詞
の
爲
め
に
蜜
朝
を
命
ぜ
ら
れ

或
は
事
件
の
経
過
を
御
示
し
遊
ば
さ
れ
た
。
此
等
の
爲
に

公
に
賜
は
つ
た
震
翰
が
實
に
百
数
十
蓮
の
多
き
に
及
ん
で

み
る
を
見
て
も
、
如
何
に
御
依
頼
の
度
の
厚
か
っ
た
か
や

窺
は
れ
る
で
あ
ら
う
。
主
上
は
公
ご
中
川
宮
ビ
を
共
に
股

　
　
　
　
　
　
　
　
第
　
一
盤
　
　
　
　
五
七
　
（
　
五
七
）



　
　
　
第
九
巻
　
　
研
　
究
　
　
孝
明
天
皇
の
聖
謹

肱
ご
御
頼
み
遊
ば
さ
れ
て
機
密
の
事
を
も
一
切
震
衷
を
打

開
け
て
の
御
語
ら
ひ
で
あ
ら
せ
ら
れ
、
公
も
亦
匪
躬
の
誠

を
嫁
し
て
献
渦
輪
も
努
め
た
の
で
あ
る
。
公
に
賜
は
つ
た

震
翰
の
中
に
中
川
宮
ご
公
の
事
を

　
御
爾
人
共
御
出
、
實
二
二
潮
候
事
、
左
様
盤
芝
候
、
而
ハ
私
凶
身

　
藪
二
七
、
不
慮
之
登
念
難
事
候
間
、
何
卒
其
邊
御
推
察
ニ
テ
、
青

　
門
（
中
川
）
ヘ
モ
得
ト
得
ト
禦
論
・
罪
・
疋
非
法
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
近
衛
公
欝
家
所
藏
卜
書
）

ご
宣
は
せ
ら
れ
て
る
る
の
は
潜
臣
水
魚
の
御
町
り
勿
禮
な

き
事
共
で
あ
る
〇

　
　
　
　
七

　
天
皇
の
御
在
位
中
に
は
以
上
に
記
し
た
重
大
な
る
諸
種

の
事
件
の
外
に
は
内
に
も
蛤
御
門
の
交
戦
、
長
州
爾
度
の

征
戦
が
有
り
、
外
に
は
英
佛
米
三
四
國
聯
合
艦
隊
の
下
關

砲
繋
（
元
治
元
年
八
月
）
、
横
濱
港
内
碇
泊
諸
外
雛
の
擁
…
海

侵
入
（
聯
繋
元
年
九
月
↑
）
等
の
事
が
有
っ
て
、
眞
に
内
憂
外

患
の
維
ゆ
る
隙
無
く
、
御
書
念
の
一
日
も
安
ん
慧
さ
せ
給

　
　
　
　
　
　
　
第
一
號
　
　
　
五
八
　
（
五
八
）

ふ
御
事
が
あ
ら
せ
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
斯
か
る
内

に
慶
嘉
二
年
ご
な
）
、
其
の
十
二
月
に
は
圖
ら
す
も
天
皇

は
御
痘
瘡
に
罹
ら
せ
給
ひ
て
途
に
寳
算
三
十
六
を
以
て
崩

御
あ
ら
せ
ら
れ
た
の
は
誠
に
御
意
は
し
く
も
恐
れ
多
い
御

事
ε
串
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
實
に
天
皇
は
我
町
歩
の
多
戴
多
難
の
際
に
毘
で
ま
し
た

其
の
御
代
は
正
し
く
覇
府
政
治
よ
b
王
政
復
古
へ
、
奮
日

本
よ
う
新
日
本
へ
移
ら
ん
ご
す
る
重
大
な
る
過
渡
期
に
當

っ
て
、
世
を
畢
げ
て
紛
糾
混
織
に
陥
っ
た
際
で
あ
る
。
共

問
波
瀾
萬
盤
の
如
き
内
外
の
諸
難
件
を
殆
ん
ざ
御
一
身
に

御
引
受
け
遊
ば
さ
れ
、
國
刺
民
藤
の
爲
に
日
夜
痛
く
震
襟

を
悩
ま
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
其
の
御
心
螢
の
如
何

に
多
大
で
あ
ら
せ
ら
れ
た
か
は
御
躬
ら
で
さ
へ
到
底
筆
紙

に
述
べ
盤
し
難
い
ビ
宣
は
せ
ら
れ
て
あ
る
に
よ
っ
て
も

（丈

v
四
年
二
月
會
落
に
贈
へ
る
震
翰
）
充
分
舞
察
し
奉
る
事
が
出
発
る
の
で
あ

る
。
他
日
朋
治
維
新
の
鴻
業
、
郵
家
無
論
の
隆
運
を
見
る

に
至
っ
た
の
は
全
く
天
皇
の
御
診
念
の
中
か
ら
歩
｛
歩
ご



其
素
地
を
作
ら
せ
給
へ
る
結
果
で
あ
っ
て
、
閏
民
上
下
の

永
〈
戚
侃
し
奉
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
所
さ
信
や
る
。
此
小
編
を

作
っ
た
徴
哀
も
ニ
〉
に
あ
る
の
で
あ
る
が
、
至
曾
の
御
塞

徳
を
甚
し
く
回
目
潰
し
奉
っ
た
事
は
誠
に
恐
催
に
堪
へ
な
い

次
第
で
あ
る
。

壊
畳
一
和
上
の
戒
壇
に
就
い
て

天
平
勝
資
六
年
二
月
、
盤
異
和
上
入
京
し
、
同
四
月
東

大
寺
慮
遮
那
仰
股
の
前
に
於
て
戒
壇
ヤ
立
て
、
天
皇
々
太

子
炉
』
始
め
奮
大
借
を
し
て
受
戒
せ
し
め
た
る
こ
さ
は
、

抑
ち
我
邦
に
於
け
る
正
式
の
借
侶
の
販
は
れ
た
始
め
ざ
し

て
、
我
仰
敬
史
上
著
明
な
事
買
で
あ
る
。
元
来
戒
律
に
よ

れ
ば
三
師
七
詮
古
都
し
、
少
く
芯
も
十
人
以
上
の
借
侶
の

面
前
仁
於
て
、
受
戒
の
作
法
を
行
じ
た
も
の
で
な
く
て
は

具
戒
の
比
正
郎
も
借
侶
た
る
資
格
を
具
備
し
た
も
の
さ
は

第
九
巻
研
究
壌
国
民
和
上
の
戒
壌
に
就
い
て

文
事
博
士

松

本

文

良日

な
さ
ぬ
の
で
あ
る
o
襲
異
渡
来
以
前
に
は
斯
か
る
具
戒
の

借
侶
も
な
か
っ
た
。
叉
促
A
T
ひ
支
那
に
於
て
受
戒
し
た
も

の
が
あ
っ
た
さ
し
て
も
、
未
だ
十
人
の
数
に
満
た
ゴ
る
の

で
、
凝
然
も
い
ふ
如
く
「
諸
借
皆
依
球
伽
、
行
三
莱
滞
戒

自
誓
作
法
」
し
た
の
で
あ
る
o
南
都
に
於
て
は
道
昭
以
来

法
相
家
が
幾
回
も
侍
来
せ
ら
れ
、
又
其
研
究
も
椛
で
あ
っ

た
か
ら
、
其
本
典
た
る
球
伽
論
に
よ
っ
て
、
受
戒
せ
ん
さ

欲
す
る
も
の
あ
れ
ば
、
車
濁
じ
備
前
仁
誓
ひ
、
之
を
以
て

其
比
丘
た
る
も
の
、
作
法
さ
な
し
た
。
こ
れ
が
自
誓
作
法

第

一

猿

五
九

ハ
五
九
〉




